
介護報酬の解釈 ２指定基準編（令和６年４月版） 追補・訂正表 
令和７年４月・社会保険研究所 

●追補
標記図書につき，以下の省令・通知・事務連絡により，追補します。

〔波線は変更箇所〕 

●令和６年５月23日 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の一部改正について（老発0523第1号）

●令和６年８月２日 介護保険法第115条の44の２の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に

関する制度に係る実施上の留意事項について（老認発0802第１号・老高発0802第１号・老老発

0802第２号）介護保険最新情報Vol.1297 

●令和６年８月20日 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ＆Ａ」の発出について（厚生労働省老健局

認知症施策・地域介護推進課 事務連絡）介護保険最新情報Vol.1305 

●令和６年10月18日 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について（老認発1018第１号）

介護保険最新情報Vol.1322 

●令和６年10月31日 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ＆Ａ （Vol.２）」の発出について（厚生労

働省老健局認知症施策・地域介護推進課 事務連絡）介護保険最新情報Vol.1325 

●令和６年11月８日 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の一部改正について（老発1108第２号）

●令和６年11月29日 介護保険施設等における事故の報告様式等について（老高発1129第１号・老認発1129第１号・

老老発1129第１号）介護保険最新情報Vol.1332 

●令和６年11月29日 「「介護サービス情報の公表」制度に関するＱ＆Ａ」の発出について（厚生労働省老健局認知

症施策・地域介護推進課 事務連絡）介護保険最新情報Vol.1333 

●令和６年12月６日 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の一部改正について（老発1206第２号）

●令和６年12月25日 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ＆Ａ（Vol.３）」の発出について（厚生労

働省老健局認知症施策・地域介護推進課 事務連絡）介護保険最新情報Vol.1342 

●令和６年12月27日 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（厚生労働省令第164号） 

●令和７年２月13日 「「その他の日常生活費」に係るＱ＆Ａについて」の一部改正について（厚生労働省老健局高

齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課 事務連絡）介護保険最新情報Vol.1355 

●令和７年３月11日 介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ＆Ａ（Vol.４）」の発出について（厚生労

働省老健局認知症施策・地域介護推進課 事務連絡）介護保険最新情報Vol.1365 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 

33 左段下から３行目 （令和６年４月・６月実施）6.1.25 厚生労働

省令 16 

（令和６年４月・６月実施）6.1.25 厚生労働

省令 16 

（令和７年４月実施）6.12.27 厚生労働省令

164 

232 左段１行目 他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図る

ことにより当該指定短期入所生活介護事業所

の効果的な運営を期待することができる場合

であって，利用者の処遇に支障がないときは，

第四号の栄養士を置かないことができる。 

〔中略〕 

四 栄養士 １以上 

他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士

との連携を図ることにより当該指定短期入所

生活介護事業所の効果的な運営を期待するこ

とができる場合であって，利用者の処遇に支

障がないときは，第四号の栄養士又は管理栄

養士を置かないことができる。 

〔中略〕 

四 栄養士又は管理栄養士 １以上 

275 左段28行目 ただし，他の社会福祉施設等の栄養士との連

携を図ることにより当該基準該当短期入所生

活介護事業所の効果的な運営を期待すること

ができる場合であって，利用者の処遇に支障

がないときは，第三号の栄養士を置かないこ

とができる。 

〔中略〕 

三 栄養士 １以上 

ただし，他の社会福祉施設等の栄養士又は管

理栄養士との連携を図ることにより当該基準

該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営

を期待することができる場合であって，利用

者の処遇に支障がないときは，第三号の栄養

士又は管理栄養士を置かないことができる。 

〔中略〕 

三 栄養士又は管理栄養士 １以上 

279 左段下から16行目 一 介護老人保健施設である指定短期入所療

養介護事業所にあっては，当該指定短期入

所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，

看護職員（看護師及び准看護師をいう。以

一 介護老人保健施設である指定短期入所療

養介護事業所にあっては，当該指定短期入

所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，

看護職員（看護師及び准看護師をいう。以
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下この章において同じ。），介護職員，支援

相談員，理学療法士又は作業療法士及び栄

養士の員数は， 

下この章において同じ。），介護職員，支援

相談員，理学療法士又は作業療法士及び栄

養士又は管理栄養士の員数は， 

280 左段８行目 二 療養病床（医療法第７条第２項第四号に

規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有

する病院又は診療所である指定短期入所療

養介護事業所にあっては，当該指定短期入

所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，

看護職員，介護職員（同法に規定する看護

補助者をいう。），栄養士及び理学療法士又

は作業療法士の員数は， 

二 療養病床（医療法第７条第２項第四号に

規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有

する病院又は診療所である指定短期入所療

養介護事業所にあっては，当該指定短期入

所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，

看護職員，介護職員（同法に規定する看護

補助者をいう。），栄養士又は管理栄養士及

び理学療法士又は作業療法士の員数は， 

左段27行目 四 介護医療院である指定短期入所療養介護

事業所にあっては，当該指定短期入所療養

介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護

職員，介護職員，理学療法士又は作業療法

士及び栄養士の員数は， 

四 介護医療院である指定短期入所療養介護

事業所にあっては，当該指定短期入所療養

介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護

職員，介護職員，理学療法士又は作業療法

士及び栄養士又は管理栄養士の員数は， 

421 左段10行目 （令和６年４月実施）６.１.17 厚生労働省令

４／1.25 厚生労働省令 16 

（令和６年４月実施）６.１.17 厚生労働省令

４／1.25 厚生労働省令 16 

（令和７年４月実施）６．12.27 厚生労働省令

164 

682 左段下から１行目 13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定

通所介護事業所（指定居宅サービス等基準

第 93条第１項に規定する指定通所介護事業

所をいう。以下同じ。），指定短期入所生活

介護事業所等，指定地域密着型通所介護事

業所又は併設型指定認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所若しくは指定地域密着

型介護予防サービス基準第５条第１項に規

定する併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護の事業を行う事業所が併設される場

合においては，当該併設される事業所の生

活相談員，栄養士又は機能訓練指導員につ

いては， 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定

通所介護事業所（指定居宅サービス等基準

第 93条第１項に規定する指定通所介護事業

所をいう。以下同じ。），指定短期入所生活

介護事業所等，指定地域密着型通所介護事

業所又は併設型指定認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所若しくは指定地域密着

型介護予防サービス基準第５条第１項に規

定する併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護の事業を行う事業所が併設される場

合においては，当該併設される事業所の生

活相談員，栄養士若しくは管理栄養士又は

機能訓練指導員については， 

822 左段下から３行目 （令和６年４月実施）6.1.25 厚生労働省令 16 （令和６年４月実施）6.1.25 厚生労働省令 16 

（令和７年４月実施）6.12.27 厚生労働省令

164 

826 左段17行目 12 指定介護老人福祉施設に指定居宅サービ

ス等基準第 93条第１項に規定する指定通所

介護事業所，指定短期入所生活介護事業所

等，指定地域密着型サービス基準第 20 条第

１項に規定する指定地域密着型通所介護事

業所，指定地域密着型サービス基準第 42 条

第１項に規定する併設型指定認知症対応型

通所介護の事業を行う事業所又は指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員，設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労

働省令第 36 号）第５条第１項に規定する併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所が併設される場合におい

ては，当該併設される事業所の生活相談員，

栄養士又は機能訓練指導員については， 

12 指定介護老人福祉施設に指定居宅サービ

ス等基準第 93条第１項に規定する指定通所

介護事業所，指定短期入所生活介護事業所

等，指定地域密着型サービス基準第 20 条第

１項に規定する指定地域密着型通所介護事

業所，指定地域密着型サービス基準第 42 条

第１項に規定する併設型指定認知症対応型

通所介護の事業を行う事業所又は指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員，設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労

働省令第 36 号）第５条第１項に規定する併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所が併設される場合におい

ては，当該併設される事業所の生活相談員，

栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指

導員については， 

885 左段11行目 （令和６年４月実施）６.1.25 厚生労働省令

16 

（令和６年４月実施）６.1.25 厚生労働省令

16 

（令和７年４月実施）６.12.27 厚生労働省令

164 
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895 左段19行目 第 12 条 特別養護老人ホームには，次の各号

に掲げる職員を置かなければならない。た

だし，入所定員が 40 人を超えない特別養護

老人ホームにあっては，他の社会福祉施設

等の栄養士との連携を図ることにより当該

特別養護老人ホームの効果的な運営を期待

することができる場合であって，入所者の

処遇に支障がないときは，第五号の栄養士

を置かないことができる。 

 

〔中略〕 

 五 栄養士 １以上 

第 12 条 特別養護老人ホームには，次の各号

に掲げる職員を置かなければならない。た

だし，入所定員が 40 人を超えない特別養護

老人ホームにあっては，他の社会福祉施設

等の栄養士又は管理栄養士との連携を図る

ことにより当該特別養護老人ホームの効果

的な運営を期待することができる場合であ

って，入所者の処遇に支障がないときは，

第五号の栄養士又は管理栄養士を置かない

ことができる。 

〔中略〕 

 五 栄養士又は管理栄養士 １以上 

896 左段下から１行目 ９ 特別養護老人ホームに指定居宅サービス

等基準第 93条第１項に規定する指定通所介

護事業所，指定短期入所生活介護事業所等，

指定地域密着型サービスの事業の人員，設

備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労

働省令第 34 号。以下「指定地域密着型サー

ビス基準」という。）第 20 条第１項に規定

する指定地域密着型通所介護事業所，指定

地域密着型サービス基準第 42条第１項に規

定する併設型指定認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所又は指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員，設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 36

号。以下「指定地域密着型介護予防サービ

ス基準」という。）第５条第１項に規定する

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所が併設される場合にお

いては，当該併設される事業所の生活相談

員，栄養士，機能訓練指導員又は調理員そ

の他の従業者については，当該特別養護老

人ホームの生活相談員，栄養士，機能訓練

指導員又は調理員，事務員その他の職員に

より当該事業所の利用者の処遇が適切に行

われると認められるときは，これを置かな

いことができる。 

９ 特別養護老人ホームに指定居宅サービス

等基準第 93条第１項に規定する指定通所介

護事業所，指定短期入所生活介護事業所等，

指定地域密着型サービスの事業の人員，設

備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労

働省令第 34 号。以下「指定地域密着型サー

ビス基準」という。）第 20 条第１項に規定

する指定地域密着型通所介護事業所，指定

地域密着型サービス基準第 42条第１項に規

定する併設型指定認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所又は指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員，設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 36

号。以下「指定地域密着型介護予防サービ

ス基準」という。）第５条第１項に規定する

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所が併設される場合にお

いては，当該併設される事業所の生活相談

員，栄養士若しくは管理栄養士，機能訓練

指導員又は調理員その他の従業者について

は，当該特別養護老人ホームの生活相談員，

栄養士若しくは管理栄養士，機能訓練指導

員又は調理員，事務員その他の職員により

当該事業所の利用者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは，これを置かないこ

とができる。 

931 左段下から８行目 第 56 条 地域密着型特別養護老人ホームに

は，次の各号に掲げる職員を置かなければ

ならない。ただし，他の社会福祉施設等の

栄養士との連携を図ることにより当該地域

密着型特別養護老人ホームの効果的な運営

を期待することができる場合であって，入

所者の処遇に支障がないときは，第五号の

栄養士を置かないことができる。   ◆ 

 

〔中略〕 

 五 栄養士 １以上 

第 56 条 地域密着型特別養護老人ホームに

は，次の各号に掲げる職員を置かなければ

ならない。ただし，他の社会福祉施設等の

栄養士又は管理栄養士との連携を図ること

により当該地域密着型特別養護老人ホーム

の効果的な運営を期待することができる場

合であって，入所者の処遇に支障がないと

きは，第五号の栄養士又は管理栄養士を置

かないことができる。        ◆ 

〔中略〕 

 五 栄養士又は管理栄養士 １以上 

932 左段下から26行目 ９ 第１項第三号及び第五号から第七号まで

の規定にかかわらず，サテライト型居住施

設の生活相談員，栄養士，機能訓練指導員

又は調理員，事務員その他の職員について

は，次に掲げる本体施設の場合には，次の

各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定め

る職員により当該サテライト型居住施設の

入所者の処遇が適切に行われていると認め

９ 第１項第三号及び第五号から第七号まで

の規定にかかわらず，サテライト型居住施

設の生活相談員，栄養士若しくは管理栄養

士，機能訓練指導員又は調理員，事務員そ

の他の職員については，次に掲げる本体施

設の場合には，次の各号に掲げる区分に応

じ，当該各号に定める職員により当該サテ

ライト型居住施設の入所者の処遇が適切に
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られるときは，これを置かないことができ

る。                ◆ 

一 特別養護老人ホーム 生活相談員，栄

養士，機能訓練指導員又は調理員，事務

員その他の職員 

二 介護老人保健施設 支援相談員，栄養

士，理学療法士若しくは作業療法士又は

調理員，事務員その他の従業者 

 

三 介護医療院 栄養士又は調理員，事務

員その他の従業者 

四 病院 栄養士（病床数 100 以上の病院

の場合に限る。） 

行われていると認められるときは，これを

置かないことができる。       ◆ 

一 特別養護老人ホーム 生活相談員，栄

養士若しくは管理栄養士，機能訓練指導

員又は調理員，事務員その他の職員 

二 介護老人保健施設 支援相談員，栄養

士若しくは管理栄養士，理学療法士若し

くは作業療法士又は調理員，事務員その

他の従業者 

三 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養

士又は調理員，事務員その他の従業者 

四 病院 栄養士又は管理栄養士（病床数

100 以上の病院の場合に限る。） 

933 左段５行目 12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居

宅サービス等基準第 93条第１項に規定する

指定通所介護事業所，指定短期入所生活介

護事業所等又は指定地域密着型サービス基

準第 20条第１項に規定する指定地域密着型

通所介護事業所若しくは指定地域密着型サ

ービス基準第 42条第１項に規定する併設型

指定認知症対応型通所介護の事業を行う事

業所若しくは指定地域密着型介護予防サー

ビス基準第５条第１項に規定する併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護の事業を

行う事業所が併設される場合においては，

当該併設される事業所の生活相談員，栄養

士，機能訓練指導員又は調理員その他の従

業者については，当該地域密着型特別養護

老人ホームの生活相談員，栄養士，機能訓

練指導員又は調理員，事務員その他の職員

により当該事業所の利用者の処遇が適切に

行われると認められるときは，これを置か

ないことができる。         ◆ 

12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居

宅サービス等基準第 93 条第１項に規定する指

定通所介護事業所，指定短期入所生活介護事

業所等又は指定地域密着型サービス基準第 20

条第１項に規定する指定地域密着型通所介護

事業所若しくは指定地域密着型サービス基準

第 42条第１項に規定する併設型指定認知症対

応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指

定地域密着型介護予防サービス基準第５条第

１項に規定する併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の事業を行う事業所が併設され

る場合においては，当該併設される事業所の

生活相談員，栄養士若しくは管理栄養士，機

能訓練指導員又は調理員その他の従業者につ

いては，当該地域密着型特別養護老人ホーム

の生活相談員，栄養士若しくは管理栄養士，

機能訓練指導員又は調理員，事務員その他の

職員により当該事業所の利用者の処遇が適切

に行われると認められるときは，これを置か

ないことができる。          ◆ 

1087 左段12行目 （令和６年４月・６月実施）６.1.25 厚生労働

省令 16 

（令和６年４月・６月実施）６.1.25 厚生労働

省令 16 

（令和７年４月実施）６.12.27 厚生労働省令

164 

1132 左段下から29行目 第 129 条 指定介護予防短期入所生活介護の

事業を行う者（以下「指定介護予防短期入

所生活介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定介護予防短期入所

生活介護事業所」という。）ごとに置くべき

指定介護予防短期入所生活介護の提供に当

たる従業者（以下この節から第５節までに

おいて「介護予防短期入所生活介護従業者」

という。）の員数は，次のとおりとする。た

だし，利用定員〔中略〕が 40 人を超えない

指定介護予防短期入所生活介護事業所にあ

っては，他の社会福祉施設等の栄養士との

連携を図ることにより当該指定介護予防短

期入所生活介護事業所の効果的な運営を期

待することができる場合であって，利用者

の処遇に支障がないときは，第四号の栄養

士を置かないことができる。 

 

〔中略〕 

四 栄養士 １以上 

第 129 条 指定介護予防短期入所生活介護の

事業を行う者（以下「指定介護予防短期入

所生活介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定介護予防短期入所

生活介護事業所」という。）ごとに置くべき

指定介護予防短期入所生活介護の提供に当

たる従業者（以下この節から第５節までに

おいて「介護予防短期入所生活介護従業者」

という。）の員数は，次のとおりとする。た

だし，利用定員〔中略〕が 40 人を超えない

指定介護予防短期入所生活介護事業所にあ

っては，他の社会福祉施設等の栄養士又は

管理栄養士との連携を図ることにより当該

指定介護予防短期入所生活介護事業所の効

果的な運営を期待することができる場合で

あって，利用者の処遇に支障がないときは，

第四号の栄養士又は管理栄養士を置かない

ことができる。 

〔中略〕 

四 栄養士又は管理栄養士 １以上 

1149 左段下から４行目 第 180 条 基準該当介護予防短期入所生活介

護事業者が基準該当介護予防短期入所生活

第 180 条 基準該当介護予防短期入所生活介

護事業者が基準該当介護予防短期入所生活
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介護事業所ごとに置くべき従業者（以下こ

の節において「介護予防短期入所生活介護

従業者」という。）の員数は，次のとおりと

する。ただし，他の社会福祉施設等の栄養

士との連携を図ることにより当該基準該当

介護予防短期入所生活介護事業所の効果的

な運営を期待することができる場合であっ

て，利用者の処遇に支障がないときは，第

三号の栄養士を置かないことができる。 

 

〔中略〕 

三 栄養士 １以上 

介護事業所ごとに置くべき従業者（以下こ

の節において「介護予防短期入所生活介護

従業者」という。）の員数は，次のとおりと

する。ただし，他の社会福祉施設等の栄養

士又は管理栄養士との連携を図ることによ

り当該基準該当介護予防短期入所生活介護

事業所の効果的な運営を期待することがで

きる場合であって，利用者の処遇に支障が

ないときは，第三号の栄養士又は管理栄養

士を置かないことができる。 

〔中略〕 

三 栄養士又は管理栄養士 １以上 

1152 左段23行目 一 介護老人保健施設である指定介護予防短

期入所療養介護事業所にあっては，当該指

定介護予防短期入所療養介護事業所に置く

べき医師，薬剤師，看護職員（看護師及び

准看護師をいう。以下この章において同

じ。），介護職員，支援相談員，理学療法士

又は作業療法士及び栄養士の員数は，それ

ぞれ，利用者〔中略〕を当該介護老人保健

施設の入所者とみなした場合における法に

規定する介護老人保健施設として必要とさ

れる数が確保されるために必要な数以上と

する。 

一 介護老人保健施設である指定介護予防短

期入所療養介護事業所にあっては，当該指

定介護予防短期入所療養介護事業所に置く

べき医師，薬剤師，看護職員（看護師及び

准看護師をいう。以下この章において同

じ。），介護職員，支援相談員，理学療法士

又は作業療法士及び栄養士又は管理栄養士

の員数は，それぞれ，利用者〔中略〕を当

該介護老人保健施設の入所者とみなした場

合における法に規定する介護老人保健施設

として必要とされる数が確保されるために

必要な数以上とする。 

左段下から14行目 二 療養病床（医療法第７条第２項第四号に

規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有

する病院又は診療所である指定介護予防短

期入所療養介護事業所にあっては，当該指

定介護予防短期入所療養介護事業所に置く

べき医師，薬剤師，看護職員，介護職員（同

法に規定する看護補助者をいう。），栄養士

及び理学療法士又は作業療法士の員数は，

それぞれ同法に規定する療養病床を有する

病院又は診療所として必要とされる数が確

保されるために必要な数以上とする。 

二 療養病床（医療法第７条第２項第四号に

規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有

する病院又は診療所である指定介護予防短

期入所療養介護事業所にあっては，当該指

定介護予防短期入所療養介護事業所に置く

べき医師，薬剤師，看護職員，介護職員（同

法に規定する看護補助者をいう。），栄養士

又は管理栄養士及び理学療法士又は作業療

法士の員数は，それぞれ同法に規定する療

養病床を有する病院又は診療所として必要

とされる数が確保されるために必要な数以

上とする。 

左段下から２行目 四 介護医療院である指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては，当該指定介護

予防短期入所療養介護に置くべき医師，薬

剤師，看護職員，介護職員，理学療法士又

は作業療法士及び栄養士の員数は，それぞ

れ，利用者を当該介護医療院の入所者とみ

なした場合における法に規定する介護医療

院として必要とされる数が確保されるため

に必要な数以上とする。 

四 介護医療院である指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては，当該指定介護

予防短期入所療養介護に置くべき医師，薬

剤師，看護職員，介護職員，理学療法士又

は作業療法士及び栄養士又は管理栄養士の

員数は，それぞれ，利用者を当該介護医療

院の入所者とみなした場合における法に規

定する介護医療院として必要とされる数が

確保されるために必要な数以上とする。 

1324 ２行目下 （平成 12 年 3 月 31 日 厚生省老人保健福祉局

介護保険制度施行準備室 事務連絡） 

（平成 12 年 3 月 31 日 厚生省老人保健福祉局

介護保険制度施行準備室 事務連絡） 

（改正；令和 7 年 2 月 13日 厚生労働省老健

局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進

課・老人保健課 事務連絡） 

右段下から14行目 ※後ろに以下の Q&A を追加する 

 

問９ 利用者用の居室等における Wi-fi 等の通信設備の利用料は，利用者から徴収できないの

か。 

答 サービス提供とは関係のない費用として，徴収は可能である。 

1341 ５行目 ※以下の事務連絡と差し替える 

 

介護保険施設等における事故の報告様式等について 
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（令和６年 11 月 29 日 老高発 1129 第１号・老認発 1129 第１号・老老発 1129 第１号 介護保険

最新情報 Vol.1332） 

 

 指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 39 号）等

に基づき，介護保険施設等は，サービスの提供により事故が発生した場合には，速やかに市町

村，入所者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講ずることとされている。 

 今般，「令和６年度介護報酬改定に関する審議報告」（令和５年 12 月 19 日社会保障審議会介

護給付費分科会）において，「様式の統一化や電子的な報告に向けて，市町村に対して，事故情

報の電子的な受付を実施するよう周知する」とされたことも踏まえ，電子的な報告及び受付を

想定した介護保険施設等における事故報告の様式を別紙のとおり示すので，同様式の活用及び

管内市町村や管内事業所への周知をお願いする。 

 これに伴い，「介護保険施設等における事故の報告様式等について」（令和３年３月 19 日付け

厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長通知）につ

いては，本日付けで廃止する。 

 なお，同審議報告において，効率的な事故情報の収集，効果的な分析，事業所及び地方公共

団体の負担軽減の観点から，電子報告様式の統一化や，報告を求める事項及び事故報告の対象

範囲の見直しのほか，事故情報の収集・分析・活用に関する国・都道府県・市町村の役割分担

等の在り方，事故情報に関するデータベースの設計等について検討することとされている。検

討の結果を踏まえ，事故報告様式について更なる見直しを行った場合には，改めて周知する。 

 

記 

 

１.目的 

○介護現場での事故の報告は，事業所から市町村に対してなされるものであるが，報告された

事故情報を収集・分析・公表し，広く介護保険施設等に対し，安全対策に有用な情報を共有

することは，介護現場での事故の予防・再発防止及び介護サービスの改善やサービスの質向

上に資すると考えられる。 

○分析等を行うためには，事故報告の標準化が必要であること，また，事業所及び市町村の負

担軽減を図る観点から，電子的な報告及び受付を想定し，「介護保険施設等における事故の報

告様式等について」（令和３年３月 19 日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・

地域介護推進課長・老人保健課長通知）により示していた標準報告様式を改訂し，周知する

もの。 

 具体的には，選択式の項目については，容易にデータ化できるよう，チェックボックス形

式に修正したほか，市町村が独自に収集したい情報を追加できるよう，独自項目追加欄・独

自選択肢欄を作成した。 

 

２.報告対象について 

○下記の事故については，原則として全て報告すること。 

①死亡に至った事故 

②医師（施設の勤務医，配置医を含む。）の診断を受け投薬，処置等何らかの治療が必要とな

った事故 

○その他の事故の報告については，各自治体の取扱いによるものとすること。 

 

３.報告内容（様式）について 

○高齢者施設・事業所による市町村への事故報告は，可能な限り別紙様式を使用すること。 

○市町村において独自に報告を求めている事項については，可能な限り別紙様式の独自項目追

加欄・独自選択肢欄を活用して情報収集を行うこと。 

○なお，これまで市町村等で用いられている様式の使用を妨げるものではないが，その場合で

あっても，将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から，

別紙様式の項目を含めること。 

 

４．報告方法について 

○原則，電子メール等の電磁的方法により行うものとすること。 

 

５.報告期限について 

○第１報は，少なくとも別紙様式の１から６の項目までについて可能な限り記載し，事故発生

後速やかに，遅くとも５日以内を目安に提出すること。 

○その後，状況の変化等必要に応じて，追加の報告を行い，事故の原因分析や再発防止策等に
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ついては，作成次第報告すること。 

 

６.対象サービスについて 

○別紙様式は，介護保険施設，認知症対応型共同生活介護事業者（介護予防を含む。），特定施

設入居者生活介護事業者（地域密着型及び介護予防を含む。），有料老人ホーム，サービス付

き高齢者向け住宅，養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおける事故が発生した場合の報告

を対象として作成したものであるが，その他の居宅等の介護サービスにおける事故報告にお

いても可能な限り活用いただきたい。 

 

以上 

1342 様式 ※本追補 26 ページ目の様式に差し替える 

1343 様式 ※本追補 27 ページ目の様式に差し替える 

1385 ３行目 （今回改正；令和６年３月 15 日 老高発 0315

第１号・老認発 0315 第１号・老老発 0315 第

１号 介護保険最新情報 Vol.1213） 

（最終改正；令和６年 10 月 18 日 老認発 1018

第１号 介護保険最新情報 Vol.1322） 

右段23行目  

 

 

 

 

⑵ 指定を受ける法人の中立性・公平性の確

保 

 指定調査機関の指定を受けようとする法人

の審査に当たっては，介護保険法施行令（平

成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。）

第 37 条の３第三号及び介護保険法施行規則

（平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「省令」

という。）第 140 条の 50 第２項の規定を踏ま

え，法人の役員，法人の種類に応じた構成員

又は職員の構成が，調査事務の公正な実施に

支障を及ぼすおそれがないものであることを

確認する必要がある。 

 なお，介護保険法施行規則（平成 11 年厚生

省令第 36 号。以下「省令」という。）第 140 条

の 49 に基づく指定調査機関の指定の申請に

ついては，電子メール等オンラインを活用し

て行うこととして差し支えない。 

⑵ 指定を受ける法人の中立性・公平性の確

保 

 指定調査機関の指定を受けようとする法人

の審査に当たっては，介護保険法施行令（平

成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。）

第 37 条の３第三号及び省令第 140 条の 50 第

２項の規定を踏まえ，法人の役員，法人の種

類に応じた構成員又は職員の構成が，調査事

務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであることを確認する必要がある。 

1386 右段９行目 ⑤ 通所介護＋地域密着型通所介護＋認知症

対応型通所介護＋介護予防認知症対応型通

所介護＋指定療養通所介護（指定地域密着

型サービス基準第 38条に規定する指定療養

通所介護をいう。以下同じ。） 

⑤ 通所介護＋地域密着型通所介護＋認知症

対応型通所介護＋介護予防認知症対応型通

所介護＋指定療養通所介護 

1388 左段７行目  介護サービスに従事する従業者に関する情

報については，従業者の労働環境が，介護サ

ービスの提供体制を判断する上で有効である

と考えられることから，離職率，勤務時間（シ

フト体制等），賃金体系や有給休暇の取得状況

などが情報の内容として考えられる。 

 介護サービスに従事する従業者に関する情

報については，従業者の労働環境が，介護サ

ービスの提供体制を判断する上で有効である

と考えられることから，離職率，勤務時間（シ

フト体制等），賃金体系，一人あたり賃金や有

給休暇の取得状況などが情報の内容として考

えられる。 

左段15行目  都道府県知事等は，毎年，政令第 37 条の２

第１項の規定に基づく介護サービス情報の報

告に関する計画（以下，「報告計画」という。）

を定めなければならない。 

 都道府県知事等は，毎年，政令第 37 条の２

の３第１項の規定に基づく介護サービス情報

の報告に関する計画（以下，「報告計画」とい

う。）を定めなければならない。 

1389 左段下から17行目  計画の基準日前の１年間において，介護報

酬の支払いを受けた金額が 100 万円を超える

事業者については，省令第 140 条の 45 の規定

及び本通知に基づき，別添１基本情報調査票

及び別添２運営情報調査票を報告しなければ

ならない。 

 

 

 これら基本情報及び運営情報は，原則とし

て，それぞれの介護サービス毎に報告するも

 計画の基準日前の１年間において，介護報

酬の支払いを受けた金額が 100 万円を超える

事業者については，省令第 140 条の 45 の規定

及び本通知に基づき，別添１基本情報調査票，

別添２運営情報調査票及び事業所等の財務状

況が分かる書類（財務諸表又は計算書類等）

を報告しなければならない。 

① 基本情報及び運営情報の報告 

 原則として，それぞれの介護サービス毎

に報告するものであるが， 
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のであるが， 

左段下から２行目  また，新たに介護サービスの提供を開始し

ようとする事業者については，別添１基本情

報調査票を報告しなければならない。 

 また，新たに介護サービスの提供を開始

しようとする事業者については，別添１基

本情報調査票を報告しなければならない。 

② 事業所等の財務状況が分かる書類の報告 

 事業所等の財務状況が分かる書類（財務

諸表又は計算書類等）は，直近の事業年度

を終えた時点で作成したものとする。原則

として財務諸表（事業活動計算書（損益計

算書），貸借対照表（バランスシート）及び

資金収支計算書（キャッシュフロー計算

書））を報告するものとするが，会計基準上

求められていない等の事情がある場合，資

産，負債及び収支の内容がわかる簡易な計

算書類でも差し支えないものとする。 

 また，報告は介護サービス事業所・施設

単位で行うこととするが，事業所・施設単

位で会計処理を行っていない場合等，やむ

を得ない場合については，法人単位で公表

することとして差し支えないものとする。 

③ 一人当たり賃金の報告（任意） 

 一人当たり賃金は，任意での報告を可能

とするものであるが，事業所や施設の特性

に応じ，設置主体や職種，勤続年数等が分

かるような形での公表を可能とするものと

する。 

1390 右段下から７行目 ウ 事業者による公表 

 事業者は，公表する介護サービス情報に

ついて，介護サービス事業所又は施設の見

やすい場所に掲示するなど，利用者等への

情報提供に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 事業者による公表 

 事業者は，指定居宅サービス等の事業の

人員，設備及び運営に関する基準（平成 11

年厚生省令第 37 号）第 32 条第３項及び第

204 条第３項，指定介護予防サービス等の事

業の人員，設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚

生労働省令第 35 号）第 53 条の４第３項及

び 274 条第３項，指定地域密着型サービス

の事業の人員，設備及び運営に関する基準

（平成 18 年厚生労働省令第 34 号）第３条

の 32 第３項，指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員，設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）第

32 条第３項，指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生

省令第 38 号）第 22 条第３項，指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年

厚生労働省令第 37 号）第 21 条第３項，指

定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営

に関する基準(平成 11 年厚生省令第 39 号) 

第 29 条第３項，介護老人保健施設の人員，

施設及び設備並びに運営に関する基準（平

成 11 年厚生省令第 40 号）第 31 条第３項並

びに介護医療院の人員，施設及び設備並び

に運営に関する基準（平成 30 年厚生労働省

令第５号）第 35 条第３項において，事業所

の運営規程の概要，担当職員の勤務の体制，
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 また，利用者等が希望する場合は，事業

者は，利用者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記した文書に，公表

する介護サービス情報を添付することが望

ましい。 

秘密の保持，事故発生時の対応，苦情処理

の体制等その他の利用者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項について，

原則としてウェブサイトに掲載しなければ

ならないとされているところ，本システム

において当該重要事項の公表を行ったこと

をもって，当該掲載を行ったとみなして差

し支えないものとする。加えて，事業者は，

公表する介護サービス情報について，介護

サービス事業所又は施設の見やすい場所に

掲示するなど，利用者等への情報提供に努

めるものとする。 

 また，利用者等が希望する場合は，事業

者は，当該重要事項を記した文書に，公表

する介護サービス情報を添付することが望

ましい。 

1394 ４行目 ※後ろに以下の事務連絡を挿入する 

 

「「介護サービス情報の公表」制度に関するＱ＆Ａ」の発出について 
 

（令和６年 11 月 29 日 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 事務連絡 介護保険最新

情報 Vol.1333） 

 

【財務状況が分かる書類の報告について】 

問１ 財務状況が分かる書類の報告において，会計基準の規定上，キャッシュフロー計算書の

作成が求められておらず，作成をしていない場合，損益計算書と貸借対照表の公表のみを行

うことで問題ないか。 

（答） 

〇会計基準の規定上，キャッシュフロー計算書の作成が求められていない場合，必ずしも報告

いただく必要はありません。 

問２ 財務状況が分かる書類について，事業所単位で作成している書類と，法人単位でしか作

成していない書類がある場合，混在して報告しても差し支えないか。 

（答） 

〇10 月 18 日通知にあるとおり，財務状況が分かる書類の報告は，介護サービス事業所・施設

単位で行うこととしていますが，事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等，やむ

を得ない場合については，法人単位で公表することとしても差し支えなく，お尋ねの場合に

ついては，混在して報告しても差し支えありません。 

1395 ページ末尾 ※改ページ後「介護サービス事業者経営情報の調査・分析等」の項目を立ち上げ，以下の通知・

事務連絡を挿入する 

 

 

介護保険法第 115 条の 44 の２の規定に基づく介護サービス事業者

経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項

について 
 

（令和６年８月２日 老認発 0802 第１号・老高発 0802 第１号・老老発 0802 第２号） 

 

 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律（令和５年法律第 31 号）による改正後の介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」と

いう。）第 115 条の 44 の２において，都道府県知事は，当該都道府県の区域内に介護サービス

を提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の収益及び費用その他の厚生労働省令

で定める事項（以下「介護サービス事業者経営情報」という。）について，調査及び分析を行い，

その内容を公表するよう努めることとされており，また，介護サービス事業者は，介護サービ

ス事業者経営情報について，当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告する

こと等とされており，令和６年４月１日より施行されている。 

 これらの制度に係る実施上の留意事項について，下記のとおりお示しするので，御了知の上，

9 / 72



管内の市町村，関係団体，関係機関等にその周知徹底を図るとともに，その取扱いにあたって

は遺漏なきよう期されたい。 

 なお，これらの制度の創設とは別途，令和６年４月１日より施行された介護保険法施行規則

の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 15 号）による改正後の介護保険法施行規則（平

成 11 年厚生省令第 36 号。以下「則」という。）において，法第 115 条の 35 の規定に基づく介

護サービス情報の報告及び公表に係る制度についても見直しを行い，利用者の選択に資するよ

う，介護サービス事業者に対して財務状況の公表を求めることとしたところであるが，当該見

直しに関する実施上の留意事項等については，別途お示しする予定であることを申し添える。 

 

記 

 

第１ 制度の趣旨 

 2040 年を見据えた人口動態等の変化，生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状

況，新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援，制度の持続可能性などに的

確に対応するとともに，物価上昇や災害，新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支

援策の検討を行う上で，３年に１度の介護事業経営実態調査を補完する必要がある。 

 このため，介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし，収集した情報

を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を創

設することとしたものである。 

 

第２ 介護サービス事業者からの報告の実施方法 

⑴ 報告の対象となる介護サービス事業者 

 法第 115 条の 44 の２第２項の規定に基づく介護サービス経営情報の報告は，原則として全て

の介護サービス事業者が行わなければならないものであるが，則第 140 条の 62 の２の２の規定

に基づき，その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者につ

いては，報告を求めないこととする。 

① 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対

価として支払いを受けた金額が 100 万円以下である者 

② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある

者 

⑵ 報告の単位 

 介護サービス事業者経営情報の報告は，原則，介護サービス事業所・施設単位で行うものと

するが，事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については，

法人単位で報告することとしても差し支えないものとする。 

⑶ 報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設 

 法第 115 条の 44 の２第２項の規定に基づく介護サービス経営情報の報告は，以下に掲げるサ

ービスを提供する事業所又は施設について報告を行うこととする。 

① 訪問介護 

② 訪問入浴介護 

③ 訪問看護 

④ 訪問リハビリテーション 

⑤ 通所介護，通所リハビリテーション 

⑥ 短期入所生活介護 

⑦ 短期入所療養介護（則第 14 条第４号に掲げる診療所に係るものを除く。） 

⑧ 特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。） 

⑨ 福祉用具貸与 

⑩ 特定福祉用具販売 

⑪ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⑫ 夜間対応型訪問介護 

⑬ 地域密着型通所介護 

⑭ 認知症対応型通所介護 

⑮ 小規模多機能型居宅介護 

⑯ 認知症対応型共同生活介護 

⑰ 地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。） 

⑱ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑲ 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

⑳ 居宅介護支援 

㉑ 介護福祉施設サービス 

㉒ 介護保健施設サービス 
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㉓ 介護医療院サービス 

㉔ 介護予防訪問入浴介護 

㉕ 介護予防訪問看護 

㉖ 介護予防訪問リハビリテーション 

㉗ 介護予防通所リハビリテーション 

㉘ 介護予防短期入所生活介護 

㉙ 介護予防短期入所療養介護（則第 22 条の 14 第４号に掲げる診療所に係るものを除く。） 

㉚ 介護予防特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。） 

㉛ 介護予防福祉用具貸与 

㉜ 特定介護予防福祉用具販売 

㉝ 介護予防認知症対応型通所介護 

㉞ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

㉟ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

 ただし，訪問看護，訪問リハビリテーション，通所リハビリテーション，短期入所療養介護，

介護予防訪問看護，介護予防訪問リハビリテーション，介護予防通所リハビリテーション及び

介護予防短期入所療養介護のうち，法第 71 条第１項本文の規定により居宅サービスに係る法第

41 条第１項本文の指定があったものとみなされた病院等，法第 72 条第１項本文の規定により

居宅サービスに係る法第 41 条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設

若しくは介護医療院又は法第 115条の 11において準用する法第 71条第１項本文及び第 72条第

１項本文の規定により，介護予防サービスに係る法第 53 条第１項本文の指定があったものとみ

なされた病院等，介護老人保健施設若しくは介護医療院であって，指定があったものとみなさ

れた日から起算して１年を経過しない者によって行われる訪問看護等については，この限りで

ない。 

⑷ 報告の対象とするサービス 

 報告に当たっては，介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを基本とする。ただ

し，医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施している場合で，当該サービス等に係る

収益や費用について，介護サービスとの記載が区分されていない場合には，当該事業に係る部

分について，除外せずに報告しても差し支えない。なお，この場合であっても，適切な分析に

資するようにする観点から，別紙１の４（３）～（７）に掲げる事項について，できる限り報

告を行うものとする。 

⑸ 介護サービス事業者が報告する内容 

 法第 115 条の 44 の２第２項の規定に基づき，介護サービス事業者が報告を行わなければなら

ない介護サービス事業者経営情報の具体的な内容は，別紙１に掲げる事項とする。 

⑹ 介護サービス事業者が報告する方法 

 介護サービス事業者から都道府県知事への報告は，則第 140 条の 64 の２の４において，電磁

的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することが

できる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により行うこととされているところであ

り，厚生労働省において運営するシステム（介護事業財務情報データベースシステム（仮称））

により行うものとする。 

⑺ 報告の期限 

 介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は，則第

140 条 62 の２の４の規定に基づき，当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後，３月以内に

行うものとする。 

 ただし，令和６年度内に実施されるべき報告（令和６年３月 31 日から同年 12 月 31 日までに

会計年度が終了する報告）に限り，報告期限を令和６年度末までとする（介護保険法施行規則

の一部を改正する省令附則第２項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 / 72



（参考１）令和６年度の報告（初年度報告）の流れ 

 
 

（参考２）令和７年度以降の報告の流れ（以下は令和７年度の例） 

 
 

第３ 都道府県知事から厚生労働大臣への情報提供 

 法第 115 条の 44 の２第３項の規定に基づき，厚生労働大臣は介護サービス事業者経営情報を

収集し，介護事業財務情報データベースシステム（仮称）においてデータベースとして整備し

たうえで，これを活用した分析等を行うこととする。 

 このため，厚生労働大臣は，都道府県知事に対して，介護サービス事業者経営情報を求める

ことができることとされているところ，介護サービス事業者が介護事業財務情報データベース

システム（仮称）を通じて報告を行い，都道府県知事がこれを受理したことをもって，都道府

県知事が厚生労働大臣に当該情報を提供したものとみなすこととする。 

 

第４ 都道府県知事における情報の分析及びその内容の公表 

 介護サービス事業者経営情報等については，第３のとおり，厚生労働大臣がデータベースを

整備することとした上で，厚生労働省において各都道府県の区域内に所在する事業者の情報を

毎年度分析し，グルーピングして公表する。法第 115 条の 44 の２第１項において，都道府県知

事は，当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス

事業者の活動の状況等について，介護サービス事業者から報告された情報により分析し，その

内容を公表するよう努めるものとされているところ，この努力義務の履行に当たっては，都道

府県知事は厚生労働省等が提供する情報を活用されたい。 

 

第５ 経営情報等の取扱い 

 都道府県における当該情報の取扱いに当たっては，情報の漏えい，滅失又は毀損の防止その

他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずることとし，他人に知らせ，又は不当な目的

に利用することがないよう留意し，本制度の目的に沿って取り扱うこと。 

 

※別紙１・別紙２については本追補 28～48 ページに掲載 
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「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ＆Ａ」の 

発出について 
 

（令和６年８月 20 日 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 事務連絡） 

 

【報告の対象】 

問１ 全ての介護事業所・介護施設が，本システムを利用して，介護サービス事業者の経営情

報データ（以下「経営情報データ」という。）等を報告しなければならないのか。 

（答） 

○報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設については，通知第２⑶を御参照く

ださい。 

○ただし，通知第２⑴のとおり，小規模事業者等に配慮する観点から，その有する事業所又は

施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については，報告は不要です。 

①当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価

として支払いを受けた金額が 100 万円以下である者 

②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者 

問２ 事業所等において，報告対象となるサービスと報告対象外のサービスを両方行っている

場合，報告対象となるサービスのみの報告で問題ないか。また，サービスの対価として 100

万円超を受け取った場合が報告対象となっているが，本ケースでは，それぞれのサービスの

対価が 100 万円以下であるが，合算して 100 万円超となる場合に報告が必要となるか。 

（答） 

○報告対象となるサービスのみの報告で差し支えありません。また，報告対象外のサービスの

対価と合算して 100 万円超となる場合であっても，報告対象となるサービスが 100 万円以下

の場合には，報告は不要です。 

問３ 「サービス付き高齢者向け住宅」は，本制度の報告対象に含まれるのか。 

（答） 

○「サービス付き高齢者向け住宅」のうち，「特定施設入居者生活介護」または「地域密着型特

定施設入居者生活介護」とみなされるものは「33A または 36A（有料老人ホーム）」として報

告対象に含まれます。 

 なお，「サービス付き高齢者向け住宅」，「有料老人ホーム」及び「特定施設入居者生活介護」

それぞれの語が指し示す範囲については，以下資料を御参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf 

問４ 調剤薬局を営んでおり，居宅療養管理指導のサービスを提供しているが，本制度の報告

対象に含まれるのか。 

（答） 

○居宅療養管理指導は，本報告の対象となる介護サービスではありません。 

問５ 介護予防支援については，本制度の報告対象に含まれるのか。 

（答） 

○介護予防支援は，本報告の対象となる介護サービスではありません。 

問６ 介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等については，本制

度の報告対象に含まれるのか。 

（答） 

〇いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等についても，本制度の報告対象となります。 

○ただし，通知第２⑴のとおり，当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給

の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が 100 万円以下である場合について

は，報告は不要です。 

○100 万円を超える場合には，原則として，介護サービスに係る部分について報告をいただく

必要がありますが，医療分と分けて報告が出来ない場合は，合算した内容で報告いただくこ

とで差し支えありません。この場合，通知別紙１「注」のとおり，適切な分析に資するよう

にする観点から，医療における事業収益，延べ在院者数に係る事項について，できる限り報

告いただくよう，お願いします。 

○その他，いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等に係る報告の取扱いについては，通知第

２⑶も御参照ください。 

 

【本システムの利用準備】 

問７ 介護サービス事業者が本システムにより経営情報データ等を報告する場合には，どのよ

うなＩＤを利用するのか。 
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（答） 

○８月２日事務連絡〔未掲載〕にあるとおり，本システムへのログインに当たっては，Ｇビズ

ＩＤアカウントが必要となるため，同アカウントを取得していただく必要があります。同事

務連絡にあるとおり，アカウントの作成方法，運用方法等については，令和６年秋頃の運用

マニュアルの発出と併せて連絡する予定です。 
（※）ＧビズＩＤは，法人（個人事業主）向けの共通認証システムであり，一つのＩＤ・パスワードで，

複数の行政サービスにログインできるようになり，行政サービスのデジタル化を推進するために必要

なものです。 

問８ 既に「gBizID プライム」のアカウントを保有しているが，本システムへの報告のために

改めてアカウントを取得する必要があるか。 

（答） 

○本システムへの報告のために，新たに「gBizID プライム」のアカウントを取得いただく必要

はなく，既に取得しているアカウントを使用して報告をお願いします。 

 

【報告を行う単位】 

問９ 法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。 

（答） 

○通知第２⑵のとおり，事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については，事業所・

施設単位での報告を行っていただくよう，お願いします。 

○そのうえで，事業所・施設単位での報告が難しいものの，法人内のサービス種別ごとの報告

が可能である場合，サービス種別ごとに報告をいただくことは，差し支えありません。 

（例）以下のＡ～Ｅの事業所・施設を運営している法人について，事業所・施設単位での報

告が困難である場合に，Ａ～Ｂ事業所，Ｃ～Ｅ施設でそれぞれ報告をまとめて提出いただ

くことは，差し支えありません。 

Ａ事業所：通所介護 

Ｂ事業所：通所介護 

Ｃ施設：特別養護老人ホーム 

Ｄ施設：特別養護老人ホーム 

Ｅ施設：特別養護老人ホーム 

問 10 法人単位で報告する場合であっても，都道府県単位での報告を行う必要があるのか 

（答） 

○都道府県単位ではなく，当該法人の全国の事業所データについて，一つの報告にまとめてい

ただくことで差し支えありません。 

 

【収益・費用の報告】 

問 11 事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告する場合に，会計ソフト

ウェアパッケージ等からＣＳＶでファイル出力して，連携しなければならないのか。 

（答） 

○会計ソフトウェアパッケージ等からＣＳＶでファイル出力して連携するのは必須ではありま

せんが，作業負荷軽減のため，会計ソフトウェアパッケージ等が本システムとのＣＳＶのフ

ァイル連携に対応している場合には，ＣＳＶのファイルを取り込むことを推奨しています。 

問 12 事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告し，データに誤りがあっ

たことが判明した場合に，データを修正又は再度報告することは可能か。 

（答） 

○ＣＳＶファイルの取込みにより報告を行う場合，修正された損益計算書等データのＣＳＶフ

ァイルを再度画面から取り込んで上書きいただくことは可能です。 

○また，本システムに直接入力いただく形で報告を行う場合，経営情報データの項目（金額等）

を画面から編集することは可能です。 

問 13 損益計算書等データの勘定科目の金額が「0 円」の場合は省略することは可能か。 

（答） 

○報告を求める勘定科目の一部は，任意での報告としております。 

○勘定科目の金額が「0 円」である場合に記載を省略すると，任意項目について「0 円」で登録

したのか，又は「報告なし」で登録したのか判別できず，データ分析を行う際に支障が生じ

ることが想定されます。 

○このため，勘定科目の金額が「0 円」の場合でも省略をせず，記載をいただくようお願いし

ます。 

問 14 社会福祉法人会計基準では，「小区分については適当な科目を追加できるものとする。

なお，小区分を更に区分する必要がある場合には，小区分の下に適当な科目を設けて処理す

ることができるものとする。」とされているが，本システムでの扱いはどのようになるのか。 
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（答） 

○通知別紙２の１にあるとおり，サービス活動増減による費用における「給与費」「業務委託費」

「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したもの及び国庫補助金等特別積立金取崩額

を除くものについては，「その他の費用」として計上してください。 

問 15 決算終了後，会計監査を行うこととされており，当該会計監査の承認が得られないと報

告を行うことができず，決算終了後３ヶ月以内の報告が難しい場合，どのように対応すれば

よいか。 

（答） 

○法令等により定められている会計監査に時間を要することにより，やむを得ず３か月以内の

報告ができない場合については，監査終了後早急に提出することで差し支えありません。 

○いずれにせよ，こうした事情がある場合には，管轄の都道府県の担当部局と事前に相談をお

願いします。 

問 16 介護事業経営実態調査の項目にある「本部経費配賦額」について，今回の報告対象とな

っていないが，同項目として経営実態調査でまとめて記載していたものは，どのように報告

すればよいか。 

（答） 

○基本的に，通知第２の別紙２に準じて報告をお願いします。 
（※）法人本部における役員報酬や職員給与費のうち，法人の会計上「給与費」に含まれているものは

「給与費」に含め，法人本部の役員報酬や職員給与費は「その他費用」の「本部費」に含めることを

想定しています。 

問 17 介護事業経営実態調査の項目にある「賃借料」や「保険料」について，どのように報告

すればよいか。 

（答） 

○「その他の費用」に含めて計上してください。 

 

【職種別の人数・賃金の報告】 

問 18 職種別の人数については，有資格数を報告するのか，主として従事している職種をもと

に報告をするのか。 

（答） 

○職種別の人数については，主として従事している職種のいずれか一つを報告ください。また，

会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。 

問 19 職種別の人数については，どの時点での職員数を報告するのか。 

（答） 

○会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。 

 

【その他】 

問 20 本システムを利用するに当たって，事業所等向けの操作マニュアル等の作成は予定して

いるか。 

（答） 

○８月２日事務連絡〔未掲載〕のとおり，本システムを利用するための事業所等向けの操作マ

ニュアル等は，令和６年度の秋頃を目途に作成し，厚生労働省ホームページへの掲載のうえ，

事務連絡等により案内する予定です。 

 

 

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ＆Ａ  

（Vol.２）」の発出について 
 

（令和６年 10 月 31 日 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 事務連絡） 

 

【報告の対象】 

問１ 「廃止」となった事業所の経営情報についても報告が必要か。 

（答） 

○当該事業所の廃止を行った事業者からの報告が必要です。例えば，会計年度が４～３月の事

業所における令和５年度（令和５年４月から令和６年３月までの期間）の報告について，令

和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に介護サービス事業所を廃止した場合であ

っても，サービスの対価が当該会計年度に 100 万円を超えたのであれば，報告対象となりま

す。なお，事業者自体が廃業，閉鎖及び解散等をしている場合においては，この限りであり

ません。 
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【報告を行う単位】 

問２ 介護サービス事業所において，介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業（以下

「総合事業」という。）の両方を提供しているが，まとめて報告をしてよいか。 

（答） 

○総合事業については，報告の対象となる介護サービスとはしていないところですが，総合事

業に係る収益や費用について，他の介護サービスと会計上区分されていない場合には，総合

事業に係る部分について，除外せずに報告しても差し支えありません。ただし，この場合，

総合事業サービスのデータが含まれていることについて，別途システム上で入力していただ

く必要があります。 

問３ 介護サービス以外に医療・障害福祉サービスも提供しているが，当事業所で介護サービ

スとそれ以外の医療・障害福祉サービス等を按分した金額等を報告することでよいか。 

（答） 

○介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を按分することが可能であれば，按分したデ

ータを報告・登録ください。 

〇按分が難しい場合は，８月２日通知第２⑷でお示ししているとおり，介護サービスとそれ以

外の障害福祉サービス等を含んだデータを報告していただくことは差し支えありません。な

お，その際は介護サービス以外の内容が含まれていることを，別途システム上で入力してい

ただく必要があります。 

問４ 事業所Ａと事業所Ｂが同一拠点に属している場合において，どのように報告すればよい

か。 

（答） 

○８月２日通知第２⑵でお示ししているとおり，原則として介護サービス事業所・施設単位で

行うものですが，事業所・施設ごとの会計区分を行っておらず，拠点単位でのみ会計処理を

行っている場合などのやむを得ない場合については，拠点単位で報告することとして差し支

えありません。 

 

【報告期限】 

問５ ８月２日通知において，令和６年３月 31 日から令和６年 12 月 31 日にまでに会計年度が

終了する場合のみ，令和７年３月 31 日までに報告（令和６年度内に実施されるべき報告）が

必要であると示されているが，事業年度が２月から１月までの事業所や，３月から２月まで

の事業所においては，どのように考えればよいか。 

（答） 

○当該事業所においては，令和６年度内に実施されるべき報告は不要です。 

 ただし，会計年度終了後３ヶ月以内の報告は必要となることから，令和７年４月以降に報

告が必要となります。（例えば，２月から１月までが事業年度の事業所においては，令和６年

２月から令和７年１月までの内容について，令和７年４月末までに報告することが必要とな

ります。） 

 

【収益・費用の報告】 

問６ 特定の収益又は費用の内容について，介護サービスと介護サービス（医療・障害福祉サ

ービスを除く。）以外に収益及び費用を分けられない場合，どのように報告すればよいか。 

（答） 

○報告に当たっては，介護サービスに係る事項のみを対象とすることを基本とすることとして

います。 

○各収益及び費用の内容については，８月２日通知別紙２の７の考え方を踏まえて，事業所に

おいて適切な方法で報告していただくことが必要です。 

○なお，会計処理上，介護サービス（医療・障害福祉サービスを除く。）以外の部分と切分けを

行うことがどうしても困難な事情がある場合には，個別に都道府県とご相談ください。 

問７ いわゆる「内部取引」にあたる金額が含まれる場合，「消去前」「消去後」のどちらの金

額を計算するべきか。 

（答） 

○内部取引消去については，財務諸表の作成に関する各会計基準上の定めに従って実施するよ

うお願いします。 

○例えば，複数の事業所をひとまとめにした拠点区分の損益計算書等データを社会福祉法人会

計基準の科目により報告する場合には，拠点区分を超えた内部取引額は計上しつつ，拠点区

分内での内部取引については，消去をお願いします。 
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「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ＆Ａ 

（Vol.３）」の発出について 
 

（令和６年 12 月 25 日 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 事務連絡） 

 

【報告の対象】 

問１ 複数の事業所を運営する法人において，事業所単位で会計区分を行っている場合，報告

対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価

として支払いを受けた金額が 100 万円以下の事業所については，報告対象外の事業所として

取り扱って差し支えないか。 

（答） 

〇認識のとおりの取扱いで差し支えありません。 

〇なお，事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理由により，法人単

位で報告する場合には，当該事業所を含めた法人全体の経営情報の報告を行うこととして差

し支えありません。 

 

【職種別の人数・賃金の報告】 

問２ 「介護サービス事業者経営情報の報告に関するＱ＆Ａ」における問 19 において，職種別

の人数について，「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが，

給与支払が月末締め・翌月払いの場合であっても，同じ取扱いとして差し支えないか。 

（答） 

○職員数については，会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報告いただく必要が

あります。 

○すなわち， 

① 給与支払が当月払いの法人の場合については，「介護サービス事業者経営情報の報告に関

するＱ＆Ａ」における問 19 にあるとおり，会計年度の初日に属する月に給与を支払った職

員数を報告していただくこととしていますが， 

② お尋ねのように，給与支払が翌月払いの場合については，会計年度の初日に属する月の

翌月に給与を支払った職員数を報告していただくこととなります。 

＜①の例＞ 

○３月決算であり，給与支払が当月締め・当月 25 日払いの法人において，令和５年４月～令

和６年３月の経営情報を報告する場合，会計年度の初月に属する職員数（令和５年４月時

点での職員数）は，令和５年４月 25 日に支払った給与に相当する職員数となるため，当該

職員数を報告してください。 
※ただし，上記の例において令和５年３月末に退職済の職員へ残業代等を令和５年４月に支払った場

合については，労働実績がないことから職員数に含めないこととしてください。 

＜②の例＞ 

○３月決算であり，給与支払が月末締め，翌月 25 日払いの法人において，令和５年４月～令

和６年３月の経営情報を報告する場合，会計年度の初月に属する職員数（令和５年４月時

点での職員数）は，令和５年５月 25 日に支払った給与に相当する職員数となるため，当該

職員数を報告してください。 

 

【収益・費用の報告】 

問３ 同一の事業所が医療保険の給付による訪問看護サービスと介護保険の給付による訪問看

護サービスを提供しており，医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において，医

療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は「医療における延べ在院者数」と「医療に

おける外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか。 

（答） 

○医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者数については，８月２日通知別紙１.４.

（５）の「医療における外来患者数」に含めて報告ください。 

〇なお，同一利用者において，医療保険から介護保険，または介護保険から医療保険へ切り替

えた場合においても，医療保険による訪問回数のみを報告いただき，訪問１回ごとに外来患

者数１人として報告してください。 

 

 

介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年

度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告
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等に関するＱ＆Ａ（Vol.４）」の発出について 
 

（令和７年３月 11 日 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 事務連絡） 

 

【報告の単位】 

問１ 同一拠点でＡとＢの２つの事業所を運営しているが，Ａ事業所の利用者数が多いため，

人員配置基準を満たす範囲でＢ事業所の職員がＡ事業所に従事している。このとき，Ａ事業

所では当該職員分の人件費等が発生していないところ，どのように報告すべきか。 

（答） 

○お尋ねのケースについては，Ａ事業所とＢ事業所を合算した拠点単位での報告をお願いしま

す。 

 

【職種別人員数】 

問２ 本制度における報告対象のサービスと報告対象外のサービスを一体的に運営し，同一職

員が兼務・運営している施設があるが，報告対象の２事業所だけでは常勤換算が１以上には

ならず，一方の事業所に寄せたとしても「常勤職員の常勤換算数」が１以上にならないが差

し支えないか。 

（答） 

○常勤職員が報告対象外の事業と兼務を行っている場合や，同一職員が兼務する介護事業所の

経営情報が別々に報告される場合には，当該職員の常勤換算数が１以上でなくとも差し支え

ありません。 

○なお，整数でない場合，小数点以下第二位を四捨五入の上，入力ください。 

 

問３ 所定労働日数，所定労働時間がない労働契約を結んでいる，登録ヘルパーの常勤換算は

どのようにすればよいか。 

（答） 

○常勤換算の算出にあたっては，施設及び事業所における通常の労働者の１週間あたりの所定

労働時間に４を乗じたものを分母とし，当月の実労働時間を分子として常勤換算数を算出く

ださい。 

○なお，算出結果が小数点以下第二位を四捨五入後，0.1 に満たない場合においては，常勤換

算数を 0.1 として報告ください。 

 

【職種別給与】 

問４ ２つの事業所があり，別の事業所へ異動になった常勤職員が現れた場合，異動後の給料

を含めた１年間の給料を入力するということで差し支えないか。 

（答） 

○常勤換算数は，会計年度が始まる月に在籍した職員の数で算出していただくこととしていま

すが，この算出対象となっている職員について，当該会計年度中に当該事業所に従事してい

た期間に支払った給料・賞与を入力ください。 

○非常勤職員についても，同様の取扱いとなります。 

 

以下は「Web コンテンツ」の追補です。「頁」欄の「W」はウェブコンテンツ内のページ数であることを示しています。 

    

〔波線は変更箇所〕 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 

W215 ３行目 （最終改正；令和３年４月１日 老発 0401 第

14 号） 

（最終改正；令和６年 12 月６日 老発 1206 第

２号） 

左段１行目  高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住ま

いに対するニーズの高まりを受け，有料老人

ホームが増加する中，入居者の居住の安定を

確保する観点から，有料老人ホームに対する

適切な指導監督が不可欠となっている。 

 このような背景を踏まえ，介護保険制度改

正において，入居者保護のため，更なる指導

の徹底を図る観点から，老人福祉法を改正し，

 高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住ま

いに対するニーズの高まりを受け，有料老人

ホームが増加する中，入居者の居住の安定を

確保する観点から，有料老人ホームに対する

適切な指導監督が不可欠となっていることか

ら，下記の事項に留意の上，貴管内の有料老

人ホームに対して適切な指導を行われたい。 
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都道府県に届出のあった有料老人ホームの情

報を市町村に通知することを義務づけるとと

もに，未届の疑いのある有料老人ホームを市

町村が発見したときは，都道府県に通知する

よう努めることとしたところである。 

 このほか，令和３年度介護報酬改定が行わ

れたこと等を踏まえ，今般，別添のとおり標

準指導指針を改正することとしたので，次の

事項に留意の上，貴管内の有料老人ホームに

対して適切な指導を行われたい。なお，サー

ビス付き高齢者向け住宅においては，有料老

人ホームに該当するものが多いという実態も

あるため，貴職においては，有料老人ホーム

に該当するサービス付き高齢者向け住宅につ

いても適確に把握の上，必要に応じて，適切

な指導を行われたい。 

 なお，本通知は，地方自治法第 245 条の４

第１項に規定する技術的な助言に該当するも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，サービス付き高齢者向け住宅におい

ては，有料老人ホームに該当するものが多い

という実態もあるため，貴職においては，有

料老人ホームに該当するサービス付き高齢者

向け住宅についても適確に把握の上，必要に

応じて，適切な指導を行われたい。 

 なお，本通知は，地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 245 条の４第１項に規定する技

術的な助言に該当するものである。 

 

記 

 

W216 右段１行目 ⑹ 有料老人ホーム情報の報告，情報開示等 ⑹ 有料老人ホーム情報の報告，情報開示，

定期的な更新等 

右段下から24行目  なお，重要事項説明書等の公開にあたって

は，介護サービス情報公表システムの活用も

検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 有料老人ホームに対する指導 

①立入調査等 

 管内の有料老人ホームについて，定期的な

立入調査を実施するほか，必要に応じ適宜調

査を実施されたい。立入調査に当たっては， 

 なお，有料老人ホームの情報公表に当たっ

ては，介護サービス情報公表システムを活用

することが望ましい。 

 また，介護サービス情報公表システムのサ

ブシステムである「災害時情報共有システム」

は，厚生労働省・都道府県等が災害発生時に

迅速かつ正確に被災状況等を把握することが

可能となり，適切な支援につなげることがで

きることから，各都道府県等においては，災

害時情報共有システムへの有料老人ホームの

情報の登録とその情報を定期的に更新いただ

くとともに，災害発生時には適切に被災情報

等を入力するよう，平時から有料老人ホーム

設置者に対して徹底を図っていただきたい。 

⑺ 有料老人ホームに対する指導 

①立入調査等 

 管内の有料老人ホームについて，定期的な

立入調査を実施するほか，必要に応じ適宜調

査を実施されたい。なお，テレビ電話装置等

（リアルタイムでの画像を介したコミュニケ

ーションが可能な機器をいう。）を活用して行

うことも可能であり，その際，個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」，厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

 立入調査に当たっては， 

W217 左段６行目  また，立入調査に限らず，老人福祉法に基

づく定期の報告徴収の際を活用するなどによ

り，状況の把握に努めること。 

 また，立入調査に限らず，老人福祉法に基

づく定期の報告徴収の際を活用するなどによ

り，状況の把握に努めること。 

 近年，サービス付き高齢者向け住宅や住宅

型有料老人ホーム等（以下「高齢者向け住ま

い」という。）に併設する介護保険サービス事

業所における適正なサービス提供を確保する

ため，指導監督権限を持つ自治体による更な
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る指導の徹底を図ることが求められている。

これについて，「高齢者向け住まい等における

適正なサービス提供確保のための更なる指導

の徹底について（令和３年３月 18 日付け厚生

労働省老健局総務課介護保険指導室長他連名

通知）」を踏まえ，有料老人ホームの担当部署

は，市町村が行う高齢者向け住まい等対策の

ケアプラン点検を行う部署と連携して事実確

認調査を実施する等，高齢者向け住まいへの

指導の強化を図っていただきたい。 

左段14行目  集団指導に当たっては，講習の内容に応じ

て事業者を選定し，あらかじめ集団指導の日

時，場所，出席者，指導内容等を文書により

事業者に通知した上で，指導指針の内容，制

度改正内容及び過去の指導事例等について講

習等の方式で行う。その際，多くの事業者が

参加できるよう，必要に応じてオンラインで

の開催なども検討すること。また，届出を行

っていない有料老人ホームに対しても集団指

導に参加するよう働きかけること。さらに，

集団指導に欠席した事業者に対しては，当日

使用した資料を送付する等，必要な情報提供

に努めるものとする。 

 集団指導に当たっては，講習の内容に応じ

て事業者を選定し，あらかじめ集団指導の日

時，場所，出席者，指導内容等を文書により

事業者に通知した上で，指導指針の内容，制

度改正内容及び過去の指導事例等について講

習等の方式で行う。その際，多くの事業者が

参加できるよう，必要に応じてオンラインで

の開催なども検討すること。また，届出を行

っていない有料老人ホームに対しても集団指

導に参加するよう働きかけること。さらに，

集団指導に欠席した事業者に対しては，当日

使用した資料を送付する等，必要な情報提供

に努めるものとする。 

 なお，厚生労働省のホームページにおいて，

集団指導等の場合に活用可能な動画やパンフ

レット等を掲載しているので，活用されたい。 

左段下から８行目 ① 介護保険担当部局（管内の市町村を含む。） 

 ・介護サービス基盤の整備等について 

① 介護保険担当部局（管内の市町村を含む。） 

 ・介護サービス基盤の整備等について 

 ・高齢者向け住まいにおけるケアプラン点

検・検証について 

W218 左段下から17行目 ⑴ 令和３年度介護報酬改定を踏まえた見直

し 

 令和３年度介護報酬改定により，指定特定

施設等において，感染症対策の強化，業務継

続に向けた取組の強化，ハラスメント対策の

強化，高齢者虐待防止の推進，認知症介護基

礎研修の受講の義務づけ等の見直しが行われ

たことを踏まえ，有料老人ホームにおいても

同様の措置を求めることとした。 

⑵ 書面規制，押印，対面規制の見直し 

 利便性の向上及び事業者の業務負担軽減の

観点から，政府が推進する押印・書面手続き

の見直し方針を踏まえ，本指針に定められて

いる書面等については，電磁的記録で行うこ

とができること，また，書面での説明等につ

いては，入居者等の承諾を得たうえで，電磁

的方法によって行うことができることとし

た。 

⑴ 令和６年度介護報酬改定を踏まえた見直

し 

 令和６年度介護報酬改定により，指定特定

施設等において，協力医療機関との連携体制

の構築，感染症対応力の向上，新興感染症発

生時等の対応を行う医療機関との連携等の見

直しが行われたことを踏まえ，有料老人ホー

ムにおいても同様の措置を求めることとし

た。 

⑵ 既存建築物等の活用の場合等の特例につ

いて 

 平成 30 年に改正された建築基準法（平成 30

年法律第 67 号）において，戸建住宅等（延べ

面積 200 ㎡未満かつ階数３以下）を福祉施設

（有料老人ホームを含む）として利用する場

合，在館者が迅速に避難できる措置を講じる

ことを前提に，耐火建築物等とすることが不

要とされたことを踏まえ，この要件に適合す

る場合においては，建物を耐火建築物又は準

耐火建築物とすることを要しないこととし

た。 

⑶ 老人福祉法施行規則及び介護保険法施行

規則の一部を改正する省令（令和６年厚生

労働省令第 135 号）の施行を踏まえた重要

事項説明書の改正 

 老人福祉法施行規則（昭和 38 年厚生省令第

28 号）に規定する有料老人ホームの設置者が

都道府県知事へ報告すべき事項に，高齢者虐

待の防止，身体的拘束等の適正化の推進，安
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全管理及び衛生管理に係る取組状況を追加す

る改正が行われたことを踏まえ，重要事項説

明書の一部を改正することとした。 

⑷  一部の有料老人ホームが，入居する高齢

者が難病等の場合に，高齢者向け住まいの紹

介を行う事業者に対し，高額な紹介手数料を

払っている事案が明らかになったことを踏ま

え，関係団体（公益社団法人全国有料老人ホ

ーム協会，一般社団法人全国介護付きホーム

協会及び一般社団法人高齢者住宅協会）と協

議の上，高齢者向け住まいへの入居を希望す

る者に関する情報の提供等を行う事業者と委

託契約等を締結する場合の留意事項を定める

こととした。 

左段下から１行目 ⑴ 本通知の適用 

 本通知及び標準指導指針は，令和３年７月

１日から適用する。 

 ただし，各都道府県等が指導指針を別に定

めている場合は，当該指導指針が適用される。

従って，各都道府県等において本標準指導指

針を参考に指導指針を改正しようとする場合

にあっては，できる限り速やかに改正を行う

こととし，その適用日についても，令和３年

７月１日以前とすることが可能であるので，

念のため申し添える。 

 なお，今般，標準指導指針に新たに追加さ

れた計画の策定等について，指導等にあたっ

ては，特定施設入居者生活介護の基準等にお

いては，以下の一定の経過措置期間が設けら

れていること等に留意すること。 

① 標準指導指針７⑵二に示す認知症介護基

礎研修を受講させるために必要な措置を講

じることについて，特定施設入居者生活介

護等の基準においては，令和６年３月 31 日

までは努力義務としていること及び新たに

採用した職員については採用後１年間の猶

予期間を設けていること。 

② 標準指導指針８⑸に示す業務継続計画の

策定，同指針８⑺に示す衛生管理等及び同

指針９⑹ロからホに示す虐待の防止のため

の対策を検討する委員会の開催等につい

て，特定施設入居者生活介護等の基準にお

いては，令和６年３月 31 日までは努力義務

としていること。 

③ 標準指導指針 12⑻四に示す事故発生防止

等の措置を適切に実施するための担当者を

置くことについて，軽費老人ホーム等の基

準においては，令和３年９月 30 日までは努

力義務としていること。 

⑴ 本通知の適用 

 本通知及び標準指導指針は，令和６年 12 月

６日から適用する。 

 ただし，各都道府県等が指導指針を別に定

めている場合は，当該指導指針が適用される。

従って，各都道府県等において本標準指導指

針を参考に指導指針を改正しようとする場合

にあっては，できる限り速やかに改正を行う

こととし，その適用日についても，令和６年

12 月６日以前とすることが可能であるので，

念のため申し添える。 

 

W222 左段下から14行目  三  避難口の増設，搬送を容易に行うため

に十分な幅員を有する避難路の確保等に

より，円滑な避難が可能な構造であり，

かつ，避難訓練を頻繁に実施すること，

配置人員を増員すること等により，火災

の際の円滑な避難が可能なものであるこ

と。 

 

 

 

 三  避難口の増設，搬送を容易に行うため

に十分な幅員を有する避難路の確保等に

より，円滑な避難が可能な構造であり，

かつ，避難訓練を頻繁に実施すること，

配置人員を増員すること等により，火災

の際の円滑な避難が可能なものであるこ

と。 

⑶ 戸建住宅等（延べ面積 200 ㎡未満かつ階

数３以下）を有料老人ホームとして利用

する場合においては，在館者が迅速に避
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⑶ 高齢者の居住の安定確保に関する法律等

の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 74

号。以下「改正法」という。）の施行（平成

23 年 10 月 20 日）の際現に 

難できる措置を講じることにより，耐火

建築物又は準耐火建築物とすることを要

しない。 

⑷ 高齢者の居住の安定確保に関する法律等

の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 74

号。以下「改正法」という。）の施行（平成

23 年 10 月 20 日）の際現に 

W223 左段１行目 ⑶ 職員の衛生管理 ⑶ 職員の衛生管理等 

左段下から16行目 ⑶ 帳簿の整備 

 老人福祉法第 29 条第４項の規定を参考

に，次の事項を記載した帳簿を作成し，２

年間保存すること。 

イ 有料老人ホームの修繕及び改修の実施

状況 

ロ 老人福祉法第 29条第７項に規定する前

払金，利用料その他の入居者が負担する

費用の受領の記録 

⑶ 帳簿の整備 

 老人福祉法第 29 条第６項の規定を参考

に，次の事項を記載した帳簿を作成し，２

年間保存すること。 

イ 有料老人ホームの修繕及び改修の実施

状況 

ロ 老人福祉法第 29条第９項に規定する前

払金，利用料その他の入居者が負担する

費用の受領の記録 

右段16行目 ⑷ 個人情報の取り扱い 

 ⑵の名簿及び⑶の帳簿における個人情報

に関する取り扱いについては，個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

及び同法に基づく「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス（平成 29 年４月 14 日・厚生労

働省）」を遵守すること。 

⑸ 業務継続計画の策定等 

イ 感染症や非常災害の発生時において，

入居者に対する処遇を継続的に行うため

の，及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し，当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じること。計画の策

定にあたっては，「介護施設・事業所にお

ける新型コロナウイルス感染症発生時の

業務継続ガイドライン」及び「介護施設・

事業所における自然災害発生時の業務継

続ガイドライン」を参照されたい。 

 

 

 

 

 

ロ 職員に対し，業務継続計画について周

知するとともに，必要な研修及び訓練を

定期的に実施すること。なお，訓練につ

いては，机上を含めその実施手法は問わ

ないものの，机上及び実地で実施するも

のを適切に組み合わせながら実施するこ

とが適切である。 

 

 

 

ハ 定期的に業務継続計画の見直しを行

い，必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

⑷ 個人情報の取り扱い 

 ⑵の名簿及び⑶の帳簿における個人情報

に関する取り扱いについては，個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

及び同法に基づく「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス（個人情報保護委員会・厚生労

働省）」を遵守すること。 

⑸ 業務継続計画の策定等 

イ 感染症や非常災害の発生時において，

入居者に対する処遇を継続的に行うため

の，及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し，当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じること。計画の策

定にあたっては，「介護施設・事業所にお

ける新型コロナウイルス感染症発生時の

業務継続ガイドライン」及び「介護施設・

事業所における自然災害発生時の業務継

続ガイドライン」を参照されたい。 

  また，想定される災害等は地域によっ

て異なるものであることから，項目につ

いては実態に応じて設定すること。なお，

感染症及び災害の業務継続計画を一体的

に策定することを妨げるものではない。 

ロ 職員に対し，業務継続計画について周

知するとともに，必要な研修及び訓練を

定期的に実施すること。なお，訓練につ

いては，机上を含めその実施手法は問わ

ないものの，机上及び実地で実施するも

のを適切に組み合わせながら実施するこ

とが適切である。 

 なお，業務継続計画の策定，研修及び

訓練の実施については，他の設置者との

連携等により行うことも差し支えない。 

ハ 定期的に業務継続計画の見直しを行

い，必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

W224 左段27行目 ⑼ 医療機関等との連携 

イ 入居者の病状の急変等に備えるため，

あらかじめ，医療機関と協力する旨及び

その協力内容を取り決めておくこと。 

⑼ 医療機関等との連携 

イ 入居者の病状の急変等に備えるため，

あらかじめ，医療機関と協力する旨及び

その協力内容を取り決めておくこと。そ
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ロ あらかじめ，歯科医療機関と協力する

旨及びその協力内容を取り決めておくよ

う努めること。 

ハ 協力医療機関及び協力歯科医療機関と

の協力内容，協力医療機関及び協力歯科

医療機関の診療科目，協力科目等につい

て入居者に周知しておくこと。 

ニ 入居者が適切に健康相談や健康診断を

受けられるよう，協力医療機関による医

師の訪問や，嘱託医の確保などの支援を

行うこと。 

ホ 入居者が，医療機関を自由に選択する

ことを妨げないこと。協力医療機関及び

協力歯科医療機関は，あくまでも，入居

者の選択肢として設置者が提示するもの

であって，当該医療機関における診療に

誘引するためのものではない。 

ヘ 医療機関から入居者を患者として紹介

する対価として金品を受領することその

他の健康保険事業の健全な運営を損なう

おそれのある経済上の利益を受けること

により，入居者が当該医療機関において

診療を受けるように誘引してはならない

こと。 

の際，入居者の急変時等に，相談対応や

診療を行う体制を常時確保した協力医療

機関を定めるよう努めること。 

ロ 当該有料老人ホームの設置者は，感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）

第６条第 17項に規定する第二種協定指定

医療機関との間で，新興感染症（同条第

７項に規定する新型インフルエンザ等感

染症，同条第８項に規定する指定感染症

又は同条第９項に規定する新感染症をい

う。）の発生時等の対応を取り決めるよう

努めること。 

ハ 協力医療機関が第二種協定指定医療機

関である場合においては，当該第二種協

定指定医療機関との間で，新興感染症の

発生時等の対応について協議を行うこ

と。 

ニ 入居者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に，当該入居者の病状が

軽快し，退院が可能となった場合におい

ては，再び当該有料老人ホームに速やか

に入居させることができるよう努めるこ

と。 

ホ あらかじめ，歯科医療機関と協力する

旨及びその協力内容を取り決めておくよ

う努めること。 

ヘ 協力医療機関及び協力歯科医療機関と

の協力内容，協力医療機関及び協力歯科

医療機関の診療科目，協力科目等につい

て入居者に周知しておくこと。 

ト 入居者が適切に健康相談や健康診断を

受けられるよう，協力医療機関による医

師の訪問や，嘱託医の確保などの支援を

行うこと。 

チ 入居者が，医療機関を自由に選択する

ことを妨げないこと。協力医療機関及び

協力歯科医療機関は，あくまでも，入居

者の選択肢として設置者が提示するもの

であって，当該医療機関における診療に

誘引するためのものではない。 

リ 医療機関から入居者を患者として紹介

する対価として金品を受領することその

他の健康保険事業の健全な運営を損なう

おそれのある経済上の利益を受けること

により，入居者が当該医療機関において

診療を受けるように誘引してはならない

こと。 

W226 左段４行目 ホ ロからニまでに掲げる措置を適切に実施

するための担当者を置くこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ ロからニまでに掲げる措置を適切に実施

するための担当者を置くこと。 

 当該担当者は，身体的拘束等の適正化の

ための対策を検討する委員会の責任者と同

一の従業者が務めることが望ましい。なお，

同一施設内での複数担当の兼務や他の事業

所・施設等との担当の兼務については，担

当者としての職務に支障がなければ差し支

えない。ただし，日常的に兼務先の各事業

所内の業務に従事しており，入居者や施設

の状況を適切に把握している者など，各担
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ヘ その他同法第 20 条の規定に基づき，苦情

の処理の体制の整備その他の高齢者虐待の

防止等のための措置を講ずること。 

当者としての職務を遂行する上で支障がな

いと考えられる者を選任すること。 

ヘ その他同法第 20 条の規定に基づき，苦情

の処理の体制の整備その他の高齢者虐待の

防止等のための措置を講ずること。 

左段15行目 ⑹ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合

には，その態様及び時間，その際の入居者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならないこと。 

⑹ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合

には，その態様及び時間，その際の入居者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならないこと。 

 また，緊急やむを得ない理由については，

切迫性，非代替性及び一時性の３つの要件

を満たすことについて，組織等としてこれ

らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に

行うこととし，その具体的な内容について

記録しておくことが必要である。 

右段14行目 七 前払金（入居時に老人福祉法第 29 条第７

項に規定する前払金として一括して受領す

る利用料）の償却年数は，入居者の終身に

わたる居住が平均的な余命等を勘案して想

定される期間（以下「想定居住期間」とい

う。）とすること。 

七 前払金（入居時に老人福祉法第 29 条第９

項に規定する前払金として一括して受領す

る利用料）の償却年数は，入居者の終身に

わたる居住が平均的な余命等を勘案して想

定される期間（以下「想定居住期間」とい

う。）とすること。 

W227 左段下から26行目 二 老人福祉法第 29 条第７項の規定に基づ

き，前払金の算定根拠を書面で明示すると

ともに，前払金に係る銀行の債務の保証等

の「厚生労働大臣が定める有料老人ホーム

の設置者等が講ずべき措置」（平成 18 年厚

生労働省告示第 266 号）に規定する必要な

保全措置を講じなければならないこと。な

お，平成 18 年３月 31 日までに届出がされ

た有料老人ホームについては，保全措置の

法的義務づけの経過措置期間が終了し，令

和３年４月１日以降の新規入居者について

は，法的義務対象となることから，同様に

必要な保全措置を講じなければならないこ

と。 

二 老人福祉法第 29 条第９項の規定に基づ

き，前払金の算定根拠を書面で明示すると

ともに，前払金に係る銀行の債務の保証等

の「厚生労働大臣が定める有料老人ホーム

の設置者等が講ずべき措置」（平成 18 年厚

生労働省告示第 266 号）に規定する必要な

保全措置を講じなければならないこと。な

お，平成 18 年３月 31 日までに届出がされ

た有料老人ホームについては，保全措置の

法的義務づけの経過措置期間が終了し，令

和３年４月１日以降の新規入居者について

は，法的義務対象となることから，同様に

必要な保全措置を講じなければならないこ

と。 

右段11行目 六 老人福祉法第 29 条第８項の規定に基づ

き，前払金を受領する場合にあっては，前

払金の全部又は一部を返還する旨の契約を

締結することになっていることから，その

返還額については，入居契約書等に明示し，

入居契約に際し，入居者に対して十分に説

明するとともに，前払金の返還を確実に行

うこと。 

六 老人福祉法第 29 条第 10 項の規定に基づ

き，前払金を受領する場合にあっては，前

払金の全部又は一部を返還する旨の契約を

締結することになっていることから，その

返還額については，入居契約書等に明示し，

入居契約に際し，入居者に対して十分に説

明するとともに，前払金の返還を確実に行

うこと。 

W228 左段下から12行目 ⑷ 重要事項の説明等 

 老人福祉法第 29条第５項の規定に基づく

情報の開示において，老人福祉法施行規則

第 20条の５第十四号に規定する入居契約に

関する重要な事項の説明については，次の

各号に掲げる基準によること。 

⑷ 重要事項の説明等 

 老人福祉法第 29条第７項の規定に基づく

情報の開示において，老人福祉法施行規則

第 20条の５第十六号に規定する入居契約に

関する重要な事項の説明については，次の

各号に掲げる基準によること。 

右段５行目 二 重要事項説明書は，老人福祉法第 29 条第

５項の規定により，入居相談があったとき

に交付するほか，求めに応じ交付すること。 

二 重要事項説明書は，老人福祉法第 29 条第

７項の規定により，入居相談があったとき

に交付するほか，求めに応じ交付すること。 

右段下から10行目 二 誇大広告等により，入居者に不当に期待

を抱かせたり，それによって損害を与えた

りするようなことがないよう，実態と乖離

のない正確な表示をするとともに，「有料老

人ホーム等に関する不当な表示」（平成 16

年公正取引委員会告示第３号。以下「不当

二 誇大広告等により，入居者に不当に期待

を抱かせたり，それによって損害を与えた

りするようなことがないよう，実態と乖離

のない正確な表示をするとともに，「有料老

人ホーム等に関する不当な表示」（平成 16

年公正取引委員会告示第３号。以下「不当
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表示告示」という。）を遵守すること。特に，

介護が必要となった場合の介護を行う場

所，介護に要する費用の負担，介護を行う

場所が入居している居室でない場合の当該

居室の利用権の存否等については，入居者

に誤解を与えるような表示をしないこと。 

表示告示」という。）を遵守すること。特に，

介護が必要となった場合の介護を行う場

所，介護に要する費用の負担，介護を行う

場所が入居している居室でない場合の当該

居室の利用権の存否等については，入居者

に誤解を与えるような表示をしないこと。 

三 入居募集に当たり，有料老人ホームが，

高齢者向け住まいへの入居を希望する者に

関する情報の提供等を行う事業者（以下「情

報提供等事業者」という。）と委託契約等を

締結する場合は，次の事項に留意すること。 

イ 情報提供等事業者と委託契約等を締結

する場合には，例えば，入居希望者の介

護度や医療の必要度等の個人の状況や属

性に応じて手数料を設定するといった，

社会保障費の不適切な費消を助長すると

の誤解を与えるような手数料の設定を行

わないこと。また，上記のような手数料

の設定に応じないこと。 

 また，情報提供等事業者に対して，入

居者の月額利用料等に比べて高額な手数

料と引き換えに，優先的な入居希望者の

紹介を求めないこと。 

ロ 情報提供等事業者の選定に当たって

は，当該情報提供等事業者が入居希望者

に提供するサービス内容やその対価たる

手数料の有無・金額についてあらかじめ

把握することが望ましいこと。 

 また，公益社団法人全国有料老人ホー

ム協会，一般社団法人全国介護付きホー

ム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会

の３団体で構成する高齢者住まい事業者

団体連合会が運営する「高齢者向け住ま

い紹介事業者届出公表制度」に届出を行

い，行動指針を遵守している事業者を選

定することが望ましいこと。 

W229 左段下から14行目 ⑴ 有料老人ホームの運営に関する情報 

 設置者は，老人福祉法第 29 条第５項の情

報開示の規定を遵守し，入居者又は入居し

ようとする者に対して，重要事項説明書を

書面により交付するとともに，パンフレッ

ト，重要事項説明書，入居契約書（特定施

設入居者生活介護等の提供に関する契約書

を含む。），管理規程等を公開するものとし，

求めに応じ交付すること。 

⑴ 有料老人ホームの運営に関する情報 

 設置者は，老人福祉法第 29 条第７項の情

報開示の規定を遵守し，入居者又は入居し

ようとする者に対して，重要事項説明書を

書面により交付するとともに，パンフレッ

ト，重要事項説明書，入居契約書（特定施

設入居者生活介護等の提供に関する契約書

を含む。），管理規程等を公開するものとし，

求めに応じ交付すること。 

右段６行目 ⑶ 有料老人ホーム情報の報告 

 設置者は，老人福祉法第 29 条第９項の規

定に基づき，有料老人ホーム情報を都道府

県知事に対して報告すること。 

⑶ 有料老人ホーム情報の報告 

 設置者は，老人福祉法第 29 条第 11 項の

規定に基づき，有料老人ホーム情報を都道

府県知事に対して報告すること。 

W230

～

W246 

様式 ※本追補 49～68 ページ目の様式に差し替える 
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 事故報告書 （事業者→○○市（町村）） (別紙)

※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること
※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

第1報  第 報 最終報告 提出日：   年   月   日

事故状況の程度 入院 死亡 その他（ ）

死亡に至った場合
死亡年月日

西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名 事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別 男性 女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日 保険者

住所 事業所所在地と同じ その他（ ）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

居室（個室） 居室（多床室） トイレ 廊下

食堂等共用部 浴室・脱衣室 機能訓練室 施設敷地内の建物外

敷地外 その他（ ）

転倒 誤薬、与薬もれ等 （自由記載３）

転落 医療処置関連（チューブ抜去等） 不明

誤嚥・窒息 （自由記載１） その他（ ）

異食 （自由記載２）

発生時状況、事故内容の
詳細

その他
特記すべき事項

発生時の対応

受診方法  施設内の医師(配置医含む)が対応
受診
(外来･往診)

救急搬送 その他（ ）

受診先

診断名

切傷・擦過傷 打撲・捻挫・脱臼 骨折(部位: ）

その他（ ）

検査、処置等の概要

5
事
故
発
生
時
の
対
応

事故の種別

診断内容

4
事
故
の
概
要

医療機関名 連絡先（電話番号）

発生場所

身体状況

要介護度

認知症高齢者
日常生活自立度

1事故
状況

受診(外来･往診)、自施設で応急処置

2
事
業
所
の
概
要

所在地

3
対
象
者

1/2
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利用者の状況

配偶者 子、子の配偶者 その他（ ）

西暦 年 月 日

他の自治体 警察 その他

自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等
への追加対応予定

（独自項目追加欄）

6
事
故
発
生
後
の
状
況

家族等への報告

報告した家族等の
続柄

報告年月日

連絡した関係機関
(連絡した場合のみ)

9 その他
特記すべき事項

7 事故の原因分析
（本人要因、職員要因、環境要因の分析）

（できるだけ具体的に記載すること）

8 再発防止策
（手順変更、環境変更、その他の対応、
再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）

2/2
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別紙１（介護保険法第 115 条の 44 の２第２項の規定に基づき報告を求める介

護サービス事業者経営情報） 

 

※は、任意記載の項目とする。 

 

１．事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報 

 （１）事業所又は施設の名称 

（２）法人等の名称 

（３）法人番号 

（４）介護事業所番号 

（５）介護事業所で提供しているサービスの種類 

 （６）法人等の会計年度末 

 （７）法人等の採用している会計基準 

 （８）消費税の経理方式 

 

２．事業所又は施設の収益及び費用の内容 

 （１）介護事業収益 

①うち施設介護料収益 ※ 

②うち居宅介護料収益 ※ 

③うち居宅介護支援介護料収益 ※ 

   ④うち保険外収益 ※ 

 （２）介護事業費用 

   ①うち給与費 

    ア）うち給与  

    イ）うち役員報酬 ※ 

    ウ）うち退職給与引当金繰入 ※ 

    エ）うち法定福利費 ※ 

   ②うち業務委託費 

    ア）うち給食委託費 ※ 

   ③うち減価償却費 

   ④うち水道光熱費 

   ⑤うちその他費用 

ア）うち材料費 ※ 

ⅰ）うち給食材料費 ※ 

イ）うち研修費※ 

    ウ）うち本部費 ※  
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    エ）うち車両費 ※ 

    オ）うち控除対象外消費税等負担額 ※ 

 （３）事業外収益 ※ 

   ①うち受取利息配当金 ※ 

   ②うち運営費補助金収益 ※ 

   ③うち施設整備補助金収益 ※ 

   ④うち寄付金※ 

 （４）事業外費用 ※ 

   ①うち借入金利息 ※ 

 （５）特別収益 ※ 

 （６）特別費用 ※ 

 （７）法人税、住民税及び事業税負担額 ※ 

 

 （注）上記項目と、各会計基準上の勘定科目との対応関係については、別紙

２を参照されたい。 

 

３．事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項  

（１）次の職種ごとのその人数（常勤・非常勤別） 

  ① 管理者 

  ② 医師 

  ③ 歯科医師 

  ④ 薬剤師 

  ⑤ 看護師 

  ⑥ 准看護師 

  ⑦ 介護職員（介護福祉士） 

  ⑧ 理学療法士 

  ⑨ 作業療法士 

  ⑩ 言語聴覚士 

  ⑪ 柔道整復師・あん摩マッサージ師 

  ⑫ 生活相談員・支援相談員 

  ⑬ 福祉用具専門相談員 

  ⑭ 栄養士・管理栄養士 

  ⑮ 調理員 

⑯ 事務職員   

⑰ その他の職員 

  ⑱ 上記のうち介護支援専門員・計画作成担当者 
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  ⑲ 上記のうち訪問介護のサービス提供責任者 

（２）（１）に掲げる職種ごとの給与及び賞与 ※ 

 

４．その他必要な事項 

（１）複数の介護サービス事業の有無 

（２）介護サービス事業以外の事業（医療・障害福祉サービス）の有無  

（３）医療における事業収益 ※ 

（４）医療における延べ在院者数 ※ 

（５）医療における外来患者数 ※ 

（６）障害福祉サービスにおける事業収益 ※ 

（７）障害福祉サービスにおける延べ利用者数 ※ 

 

 （注）第２（６）のとおり、介護サービス以外の事業を行う事業者におい

て、介護サービスとそれ以外の事業の収益又は費用を分けて報告ができ

ない場合には、できる限り（３）～（７）について報告されたい。 
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別紙２ 報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘

定科目との対応関係 

 

１．社会福祉法人会計基準 

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目  

介護事業収益 

サービス活動増減による収益における、介護

保険事業収益（除く補助金事業収益（公

費）、補助金事業収益（一般）） 

 

 
 

うち施設介護料収益※ 
サービス活動増減による収益における、介護

保険事業収益のうち、施設介護料収益 
 

うち居宅介護料収益※ 

サービス活動増減による収益における、介護

保険事業収益のうち、居宅介護料収益及び地

域密着型介護料収益 

 

うち居宅介護支援介護料

収益※ 

サービス活動増減による収益における、介護

保険事業収益のうち、居宅介護支援介護料収

益 

 

うち保険外収益※ 
サービス活動増減による収益における、介護

保険事業収益のうち、利用者等利用料収益 
 

介
護
事
業
費
用 

給与費 
サービス活動増減による費用における、人件

費（派遣職員費を除く。） 
 

 

うち給与 

サービス活動増減による費用における、人件

費のうち、以下の合計額 

・職員給料 

・職員賞与 

・賞与引当金繰入 

・非常勤職員給与 

 

うち役員報酬※ 

サービス活動増減による費用における、人件

費のうち、役員報酬、役員退職慰労金及び役

員退職慰労引当金 

 

うち退職給与引当金繰

入※ 

サービス活動増減による費用における、人件

費のうち、退職給付費用 
 

うち法定福利費※ 
サービス活動増減による費用における、人件

費のうち、法定福利費 
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業務委託費 

サービス活動増減による費用における、以下

の合計額 

・事務費のうち、業務委託費 

・人件費のうち、派遣職員費 

 

 うち給食委託費※ ―  

減価償却費 
サービス活動増減による費用における、減価

償却費 
 

水道光熱費 

サービス活動増減による費用における、事業

費のうち、以下の合計額 

・水道光熱費 

・燃料費 

サービス活動増減による費用における、事務

費のうち、以下の合計額 

・水道光熱費 

・燃料費 

 

その他費用 

サービス活動増減による費用における、「給

与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道

光熱費」の項目として報告したもの及び国庫

補助金等特別積立金取崩額を除くもの  

 

 

うち材料費※ 

サービス活動増減による費用における、事業

費のうち、以下の合計額 

・給食費 

・介護用品費 

・医薬品費 

・診療・療養等材料費 

 

 うち給食材料費※ 
サービス活動増減による費用における、事業

費のうち、給食費 
 

うち研修費※ 
サービス活動増減による費用における、事務

費のうち、研修研究費 
 

うち本部費※ ―  
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うち車両費※ 
サービス活動増減による費用における、事業

費のうち、車輌費 
 

うち控除対象外消費税

等負担額※ 
―  

事業外収益※ 

以下の合計額 

・サービス活動増減による収益における、介

護保険事業収益のうち、補助金事業収益

（公費）、補助金事業収益（一般） 

・サービス活動外増減による収益 

・サービス活動増減による費用における、国

庫補助金等特別積立金取崩額（正の額とし

て換算） 

・サービス活動増減による収益における、経

常経費寄付金収益 

 

  うち受取利息配当金※ 
サービス活動外増減による収益における、受

取利息配当金収益 
 

  うち運営費補助金収益※ 

サービス活動増減による収益における、介護

保険事業収益のうち、補助金収益（公費）、

補助金事業収益（一般） 

 

  

うち施設整備補助金収益

※ 

サービス活動増減による費用における、国庫

補助金等特別積立金取崩額（正の額として換

算）（注１）  

うち寄付金※ 
サービス活動増減による収益における、経常

経費寄付金収益 

事業外費用※ サービス活動外増減による費用  

  うち借入金利息※ 
サービス活動外増減による費用における、支

払利息 
 

特別収益※ 特別増減による収益  

特別費用※ 特別増減による費用  

法人税、住民税及び事業税負担

額※ 
―  

（注１）社会福祉法人会計基準上、「国庫補助金等特別積立金取崩額」は費用とし 

て取り扱われているところであるが、本制度においては便宜上、「事業外 

収益」として取り扱う。 
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２．病院会計準則及び医療法人会計基準 

（※）本通知の第２（４）にあるとおり、「医業収益」「医業費用」に係る事項を含め、

報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを基本とす

る。ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施する事業所・施設にあ

っては、別紙１の４（３）～（７）に掲げる事項について併せて報告がある場合に

は、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えないものとする。 

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目  

介護事業収益 医業収益  

 
 

うち施設介護料収益※ ―  

うち居宅介護料収益※ ―  

うち居宅介護支援介護料

収益※ 
―  

うち保険外収益※ ―  

介
護
事
業
費
用 

給与費 医業費用における、給与費  

 

うち給与 

医業費用における、給与費のうち、以下の

合計額 

・給料 

・賞与 

・賞与引当金繰入額 

 

うち役員報酬※ ―  

うち退職給与引当金繰

入※ 

医業費用における、給与費のうち、退職給

付費用 
 

うち法定福利費※ 
医業費用における、給与費のうち、法定福

利費 
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業務委託費 医業費用における、委託費  

 うち給食委託費※ 
医業費用における、委託費のうち、給食委

託費 
 

減価償却費 
医業費用における、設備関係費のうち、減

価償却費 
 

水道光熱費 
医業費用における、経費のうち、水道光熱

費 
 

その他費用 

医業費用のうち、「給与費」「業務委託

費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目

として報告したものを除くもの 

 

 

うち材料費※ 医業費用における、材料費  

 うち給食材料費※ 
医業費用における、材料費のうち、給食用

材料費 
 

うち研修費※ 
医業費用における、研修研究費のうち、研

修費 
 

うち本部費※ 
医業費用における、経費のうち、本部費配

賦額 
 

うち車両費※ ―  

うち控除対象外消費税

等負担額※ 

医業費用における、経費のうち、控除対象

外消費税等負担額 
 

事業外収益※ 医業外収益 

 
 
 
 

  

  

  

うち受取利息配当金※ 医業外収益における、受取利息及び配当金  

うち運営費補助金収益※ 医業外収益における、運営費補助金収益  

うち施設整備補助金収益

※ 
医業外収益における、施設設備補助金収益  
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うち寄付金※ ―  

事業外費用※ 医業外費用  

  うち借入金利息※ 医業外費用における、支払利息  

特別収益※ 臨時収益  

特別費用※ 臨時費用  

法人税、住民税及び事業税負担

額※ 
法人税、住民税及び事業税負担額  
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３．介護老人保健施設会計・経理準則及び介護医療院会計・経理準則 

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目 

介護事業収益 施設運営事業収益 

 
 

うち施設介護料収益※ 

施設運営事業収益における、介護保健施

設介護料収益 

施設運営事業収益における、介護医療院

介護料収益 

うち居宅介護料収益※ 
施設運営事業収益における、居宅介護料

収益 

うち居宅介護支援介護料

収益※ 

施設運営事業収益における、居宅介護支

援介護料収益 

うち保険外収益※ 
施設運営事業収益における、利用者等利

用料収益 

介
護
事
業
費
用 

給与費 
施設運営事業費用における、給与費 

施設運営事業費用における、役員報酬 

 

うち給与 

施設運営事業費用における、給与費のう

ち 常勤職員給与 

施設運営事業費用における、給与費のう

ち 非常勤職員給与 

うち役員報酬※ 施設運営事業費用における、役員報酬 

うち退職給与引当金繰

入※ 

施設運営事業費用における、給与費のう

ち 退職給与引当金繰入 

うち法定福利費※ 
施設運営事業費用における、給与費のう

ち 法定福利費 

業務委託費 施設運営事業費用における、委託費 

 うち給食委託費※ － 

減価償却費 施設運営事業費用における、減価償却費 

37 / 72



 

18 
 

水道光熱費 
施設運営事業費用における、経費のう

ち、光熱水費 

その他費用 

施設運営事業費用における、「給与費」

「業務委託費」「減価償却費」「水道光

熱費」の項目として報告したものを除く

もの 

 

うち材料費※ 施設運営事業費用における、材料費 

 うち給食材料費※ 
施設運営事業費用における、材料費のう

ち、給食用材料費 

うち研修費※ 施設運営事業費用における、研修費 

うち本部費※ 施設運営事業費用における、本部費 

うち車両費※ 
施設運営事業費用における、経費のう

ち、車両費 

うち控除対象外消費税

等負担額※ 
－ 

事業外収益※ 施設運営事業外収益 

  

  

   

うち受取利息配当金※ 
施設運営事業外収益における、受取利息

配当金 

うち運営費補助金収益※ － 

うち施設整備補助金収益

※ 
－ 

うち寄付金※ － 

事業外費用※ 施設運営事業外費用 

  うち借入金利息※ 施設運営事業外費用における、支払利息 

特別収益※ 特別利益 

特別費用※ 特別損失 

法人税、住民税及び事業税負担

額※ 
法人税等 
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４．指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則 

（※）本通知の第２（４）にあるとおり、「医業収益」「医業費用」に係る事項を含め、

報告に当たっては、介護サービス事業に係る事項のみを対象とすることを基本とす

る。ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施する事業所・施設にあ

っては、別紙１の４（３）～（７）に掲げる事項について併せて報告がある場合に

は、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えないものとする。 

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目 

介護事業収益 事業収益 

 
 

うち施設介護料収益※ － 

うち居宅介護料収益※ － 

うち居宅介護支援介護料

収益※ 
－ 

うち保険外収益※ － 

介
護
事
業
費
用 

給与費 
事業費用における、給与費 

事業費用における、役員報酬 

 

うち給与 

事業費用における、給与費のうち、常勤

職員給与 

事業費用における、給与費のうち、非常

勤職員給与 

うち役員報酬※ 事業費用における、役員報酬 

うち退職給与引当金繰

入※ 

事業費用における、給与費のうち、退職

給与引当金繰入 

うち法定福利費※ 
事業費用における、給与費のうち、法定

福利費 

業務委託費 事業費用における、委託費 

 うち給食委託費※ － 
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減価償却費 事業費用における、減価償却費 

水道光熱費 
事業費用における、経費のうち、光熱水

費 

その他費用 

事業費用における、「給与費」「業務委

託費」「減価償却費」「水道光熱費」の

項目として報告したものを除くもの 

 

うち材料費※ 事業費用のうち、材料費 

 うち給食材料費※ － 

うち研修費※ 事業費用における、研修費 

うち本部費※ 事業費用における、本部費 

うち車両費※ 事業費用における、経費のうち、車両費 

うち控除対象外消費税

等負担額※ 
－ 

事業外収益※ 事業外収益 

  

  

  

うち受取利息配当金※ 事業外収益における、受取利息配当金 

うち運営費補助金収益※ － 

うち施設整備補助金収益

※ 
－ 

うち寄付金※ － 

事業外費用※ 事業外費用 

  うち借入金利息※ 事業外費用における、支払利息 

特別収益※ 特別利益 

特別費用※ 特別損失 

法人税、住民税及び事業税負担額

※ 
法人税等 
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５．ＮＰＯ法人会計基準 

（※）本通知の第２（４）にあるとおり、報告に当たっては、介護サービス事業に係る

事項のみを対象とすることを基本とする。ただし、医療・障害福祉サービスに係る事

業を併せて実施する事業所・施設にあっては、別紙１の４（３）～（７）に掲げる事

項について併せて報告がある場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報

告しても差し支えないものとする。 

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目  

介護事業収益 介護事業収益  

 
 

うち施設介護料収益※ －  

うち居宅介護料収益※ －  

うち居宅介護支援介護料

収益※ 
－  

うち保険外収益※ －  

介
護
事
業
費
用 

給与費 
事業費における、人件費（福利厚生費を除

く。） 
 

 

うち給与 

事業費における、人件費のうち、以下の合計

額 

・給料手当 

・臨時雇賃金 

・ボランティア評価費用 

・通勤費 

 

うち役員報酬※ 事業費における、人件費のうち、役員報酬  

うち退職給与引当金繰

入※ 

事業費における、人件費のうち、退職給付費

用 
 

うち法定福利費※ 事業費における、人件費のうち、法定福利費  

業務委託費 
事業費における、その他経費のうち、業務委

託費 
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 うち給食委託費※ －  

減価償却費 
事業費における、その他経費のうち、減価償

却費 
 

水道光熱費 
事業費における、その他経費のうち、水道光

熱費 
 

その他費用 

事業費及び管理費のうち、「給与費」「業務

委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項

目として報告したもの及び、支払利息並びに

為替差損を除くもの 

 

 

うち材料費※ －  

 うち給食材料費※ －  

うち研修費※ 事業費における、その他経費のうち、研修費  

うち本部費※ 管理費（除く支払利息、為替差損）  

うち車両費※ 事業費における、その他経費のうち、車両費  

うち控除対象外消費税

等負担額※ 
－  

事業外収益※ 経常収益のうち、事業収益を除くもの  

  

  

  

うち受取利息配当金※ 
経常収益における、その他収益のうち、受取

利息 
 

うち運営費補助金収益※ －  

うち施設整備補助金収益

※ 
－  

うち寄付金※ 

経常収益における、受取寄付金のうち、受取

寄付金（除く資産受贈益、施設等受入評価

益、ボランティア受入評価益） 

 

事業外費用※ 

事業費のうち、その他経費における、支払利

息 

事業費のうち、その他経費における、為替差

損 
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管理費のうち、その他経費における、支払利

息 

  うち借入金利息※ 

事業費のうち、その他経費における、支払利

息 

管理費のうち、その他経費における、支払利

息 

 

特別収益※ 経常外収益  

特別費用※ 経常外費用  

法人税、住民税及び事業税負担

額※ 
－  
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６．指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目 

介護事業収益 
事業活動収入（除く補助金収入、国庫補

助金等特別積立金取崩額） 

 
 

うち施設介護料収益※ 
事業活動収入における、介護福祉施設介

護料収入 

うち居宅介護料収益※ 事業活動収入における、居宅介護料収入 

うち居宅介護支援介護料収

益※ 

事業活動収入における、居宅介護支援介

護料収入 

うち保険外収益※ 
事業活動収入における、利用者等利用料

収入 

介
護
事
業
費
用 

給与費 

事業活動支出における、人件費及び引当

金繰入（賞与引当金繰入及び退職給与引

当金繰入に限る。）の合計額 

 

うち給与 

事業活動支出における、人件費のうち、

職員俸給、職員諸手当及び非常勤職員給

与並びに引当金繰入のうち、賞与引当金

繰入の合計額 

うち役員報酬※ 
事業活動支出における、人件費のうち、

役員報酬 

うち退職給与引当金繰入

※ 

事業活動支出における、人件費のうち、

退職金、退職共済掛金及び引当金繰入の

うち、退職給与引当金繰入の合計額 

うち法定福利費※ 
事業活動支出における、人件費のうち、

法定福利費 

業務委託費 
事業活動支出における、経費（一般管理

費）のうち、委託費 

 うち給食委託費※ － 

減価償却費 事業活動支出における、減価償却費 

水道光熱費 
事業活動支出における、経費（直接介護

費）のうち、光熱水費及び燃料費 

その他費用 
事業活動支出における、「給与費」「業

務委託費」「減価償却費」「水道光熱
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費」の項目として報告したものを除くも

の 

 

うち材料費※ 

事業活動支出における、経費（直接介護

費）のうち、以下の合計額 

・給食材料費 

・介護用品費 

・医薬品費 

 うち給食材料費※ 
事業活動支出における、経費（直接介護

費）のうち、給食材料費 

うち研修費※ 
事業活動支出における、経費（一般管理

費）のうち、研修費 

うち本部費※ － 

うち車両費※ 
事業活動支出における、経費（直接介護

費）のうち、車輌費 

うち控除対象外消費税等

負担額※ 
－ 

事業外収益※ 

事業活動外収入及び事業活動収入（補助

金収入及び国庫補助金等特別積立金取崩

額に限る。） 

  

  

  

うち受取利息配当金※ 
事業活動外収入における、受取利息配当

金 

うち運営費補助金収益※ 事業活動収入における、補助金収入 

うち施設整備補助金収益※ 
事業活動収入における、国庫補助金等特

別積立金取崩額 

うち寄付金※ 事業活動外収入における、寄付金収入 

事業外費用※ 事業活動外支出 

  うち借入金利息※ 事業活動外支出における、借入金利息 

特別収益※ 特別収入 

特別費用※ 特別支出 

法人税、住民税及び事業税負担額

※ 
－ 
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７．その他（企業会計原則、公益法人会計基準 等） 

（注）前記１～６の会計基準を採用されている事業者においても、どの項目に

含めるか判断に迷う場合は、以下を参考にされたい。 

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目  

介護事業収益 介護事業収益に係る収益  

 
 

うち施設介護料収益※ 
介護保険施設にかかる介護報酬収益、利用

者負担収益 
 

うち居宅介護料収益※ 
介護保険上の居宅サービスに係る介護報酬

収益、利用者負担収益 
 

うち居宅介護支援介護料

収益※ 

居宅介護支援及び介護予防支援に係る介護

報酬収益 
 

うち保険外収益※ 
介護保険サービスの利用者等利用料収益、

食費や居住費収益等 
 

介
護
事
業
費
用 

給与費 給与に係る費用  

 

うち給与 職員に支払う俸給、諸手当及び賞与  

うち役員報酬※ 
役員（評議員を含む）に支払う報酬、諸手

当 
 

うち退職給与引当金繰

入※ 

職員に対する退職一時金、退職年金等将来

の退職給付のうち、当該会計期間の負担に

属する金額 

 

うち法定福利費※ 
法令に基づいて法人が負担する健康保険

料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用 
 

業務委託費 

洗濯、清掃、夜間警備及び給食（給食材料

費を除く）など事業所の業務の一部を他に

委託するための費用や派遣会社に支払う金

額 

 

 うち給食委託費※ 
委託費のうち、給食を他に委託するための

費用 
 

減価償却費 固定資産の減価償却の額  

水道光熱費 

利用者に直接必要な電気、ガス、水道、灯

油、重油等の費用やこれらを事務用に用い

る際の費用 
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その他費用 

介護事業費用のうち、「給与費」「業務委

託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項

目として報告したものを除くもの 

 

 

うち材料費※ 

利用者給食のための食材及びおむつ、タオ

ル等の介護用品、医薬品の費用、カテーテ

ル、ガーゼなどの１回毎に消費する診療材

料、衛生材料の消費額 

 

 うち給食材料費※ 利用者給食のための食材及び食品の費用  

うち研修費※ 
役員・職員に対する教育訓練に直接要する

費用 
 

うち本部費※ 
本部会計を設けた場合の、一定の配賦基準

で配賦された本部の費用 
 

うち車両費※ 
乗用車、送迎用自動車、救急車等の燃料

費、車両検査等の費用 
 

うち控除対象外消費税

等負担額※ 

仮払い消費税のうち、仕入控除の対象外と

なった金額 ※税抜会計の場合のみ計上 
 

事業外収益※ 
通常の事業以外の活動から経常的に発生す

る収益 
 

  

  

  

うち受取利息配当金※ 
預貯金、有価証券、貸付金等の利息及び出

資金等に係る配当金等の収益 
 

うち運営費補助金収益※ 事業の運営に係る補助金、負担金  

うち施設整備補助金収益

※ 

施設設備に係る補助金、負担金のうち、当

該会計期間に配分された金額 
 

うち寄付金※ 経常経費に対する寄付金  

事業外費用※ 
通常の事業以外の活動から経常的に発生す

る費用 
 

  うち借入金利息※ 

設備資金借入金、長期運営資金借入金及び

短期運営資金借入金の利息、及び支払リー

ス料のうち利息相当額として処理するもの 

 

特別収益※ 
通常の事業活動以外に臨時的・突発的に発

生した収益 
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特別費用※ 
通常の事業活動以外に臨時的・突発的に発

生した費用 
 

法人税、住民税及び事業税負担

額※ 

法人税、住民税及び事業税のうち、当該会

計年度の負担に属するものとして計算され

た金額 
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別紙様式 

 

重要事項説明書 

 

 

 記入年月日  

 記入者名  

所属・職名  

 

 

※ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームについては、「「登録

申請書の添付書類等の参考とする様式について」の一部改正について（令和４年８月 18

日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・国土交通省住宅局安心居住推進課長事務連

絡）」の別紙３の記載内容を合わせて記載して差し支えありません。その場合、以下の１

から３まで及び６の内容については、別紙３の記載内容で説明されているものとみなし、

欄自体を削除して差し支えありません。 

 

１．事業主体概要 

種類 個人／法人 

※法人の場合、その種類  

名称 （ふりがな） 

 

主たる事務所の所在地 〒 

連絡先 電話番号  

FAX番号  

メールアドレス  
ホームページアドレス http:// 

代表者 氏名  

職名  

設立年月日   年  月  日 

主な実施事業 ※別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 
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２．有料老人ホーム事業の概要 

（住まいの概要） 

名称 （ふりがな） 

 

所在地 〒 

主な利用交通手段 最寄駅 駅 

交通手段と所要時間 例：①バス利用の場合 

・○○バスで乗車○分、△△停留所で下

車、徒歩○分 （○○○ｍ） 
②自動車利用の場合 
・乗車○分 

連絡先 電話番号  

FAX番号  

メールアドレス  
ホームページアドレス http:// 

管理者 氏名  

職名  

建物の竣工日   年  月  日 

有料老人ホーム事業の開始日   年  月  日 

 

（類型）【表示事項】 

１ 介護付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

２ 介護付（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

３ 住宅型 

４ 健康型 

１又は２に

該当する場

合 

介護保険事業者番号  

指定した自治体名 県（市） 

事業所の指定日 年  月  日 

指定の更新日（直近） 年  月  日 
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３．建物概要 

土地 敷地面積 ㎡ 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する土地 

２ 事業者が賃借する土地（ 普通賃借 ・ 定期賃借 ） 

 抵当権の有無 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

建物 延床面積 全体 ㎡ 

うち、老人ホーム部分 ㎡ 

耐火構造 １ 耐火建築物 

２ 準耐火建築物 

３ その他（            ） 

構造 １ 鉄筋コンクリート造 

２ 鉄骨造 

３ 木造 

４ その他（             ） 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する建物 

２ 事業者が賃借する建物 （ 普通賃借 ・ 定期賃借 ） 

 抵当権の設定 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

居室の状況 

居室区分 

【表示事項】 

１ 全室個室（縁故者居室を含む） 

２ 相部屋あり 

 
最少 人部屋 

最大 人部屋 

 トイレ 浴室 面積 戸数・室数 区分※ 

タイプ１ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ２ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ３ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ４ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ５ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ６ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ７ 有／無 有／無 ㎡   
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タイプ８ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ９ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ 10 有／無 有／無 ㎡   

※「一般居室個室」「一般居室相部屋」「介護居室個室」「介護居室相部屋」「一時介護室」の別を記入。 

共用施設 共用便所における

便房 
ヶ所 

うち男女別の対応が可能な便房 ヶ所 

うち車椅子等の対応が可能な便房 ヶ所 

共用浴室 ヶ所 
個室 ヶ所 

大浴場 ヶ所 

共用浴室における

介護浴槽 
ヶ所 

チェアー浴 ヶ所 

リフト浴 ヶ所 

ストレッチャー浴 ヶ所 

その他（      ） ヶ所 

食堂 １ あり   ２ なし 

入居者や家族が利

用できる調理設備 

１ あり   ２ なし 

エレベーター １ あり（車椅子対応） 

２ あり（ストレッチャー対応） 

３ あり（上記１・２に該当しない） 

４ なし 

消防用設備

等 

消火器 １ あり   ２ なし 

自動火災報知設備 １ あり   ２ なし 

火災通報設備 １ あり   ２ なし 

スプリンクラー １ あり   ２ なし 

防火管理者 １ あり   ２ なし 

防災計画 １ あり   ２ なし 

緊急通報装

置等 

居室  

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

便所 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

浴室 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

その他（     ） 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

52 / 72



5 
 

４．サービス等の内容 

（全体の方針） 

運営に関する方針  

サービスの提供内容に関する特色  

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

食事の提供 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

生活相談サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

 

（介護サービスの内容） ※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能 

特定施設入居者生活介護の加算

の対象となるサービスの体制の

有無 
 
※１ 「協力医療機関連携加算

（Ⅰ）」は、「相談・診療を行

う体制を常時確保し、緊急時

に入院を受け入れる体制を

確保している協力医療機関

と連携している場合」に該当

する場合を指し、「協力医療

機関連携加算（Ⅱ）」は、「協

力医療機関連携加算（Ⅰ）」以

外に該当する場合を指す。 
 
※２ 「地域密着型特定施設入居

者生活介護」の指定を受けて

いる場合。 

入居継続支援加算 
(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

生活機能向上連携加算 
(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

ADL 維持等加算 (Ⅰ) １ あり ２ なし 

ADL 維持等加算 (Ⅱ) １ あり ２ なし 

個別機能訓練加算 
(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

夜間看護体制加算 
(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

若年性認知症入居者受入加算 １ あり ２ なし 

協力医療機関連携加算（※

１） 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

口腔衛生管理体制加算（※２） １ あり ２ なし 

口腔・栄養スクリーニング加算 １ あり ２ なし 

退院・退所時連携加算 １ あり ２ なし 

退居時情報提供加算 １ あり ２ なし 

看取り介護加算 
(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

認知症専門ケア加算 
(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

高齢者施設等感染対策向上 (Ⅰ) １ あり ２ なし 

53 / 72



6 
 

加算 (Ⅱ) １ あり ２ なし 

新興感染症等施設療養費 １ あり ２ なし 

生産性向上推進体制加算 
(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

サービス提供体制強化加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

(Ⅲ) １ あり ２ なし 

介護職員等処遇改善加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

(Ⅲ) １ あり ２ なし 

(Ⅳ) １ あり ２ なし 

(Ⅴ)（１） １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (２) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (３) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (４) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (５) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (６) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (７) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (８) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (９) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (10) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (11) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (12) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (13) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) (14) １ あり ２ なし 

人員配置が手厚い介護サービス

の実施の有無 
１ あり   

（介護・看護職員の配置率） 

：１ 

２ なし 
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（医療連携の内容） 

医療支援 

※複数選択可 

１ 救急車の手配 

２ 入退院の付き添い 

３ 通院介助 

４ その他（             ） 

協力医療機関 １ 名称  

住所  

診療科目  

協力科目  

協力内容 入所者の病状の急変時等において

相談対応を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 

２ 名称  

住所  

診療科目  

協力科目  

協力内容 入所者の病状の急変時等において

相談対応を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 

３ 名称  

住所  

診療科目  

協力科目  

協力内容 入所者の病状の急変時等において

相談対応を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 

４ 名称  

住所  

診療科目  

協力科目  

協力内容 入所者の病状の急変時等において

相談対応を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 
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５ 名称  

住所  

診療科目  

協力科目  

協力内容 入所者の病状の急変時等において

相談対応を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 

１ あり ２ なし 

新興感染症発

生時に連携す

る医療機関 

１ あり   

 医療機関の名称  

 医療機関の住所  

２ なし 

協力歯科医療

機関 

１ 名称  

住所  

協力内容  

２ 名称  

住所  

協力内容  

 

（入居後に居室を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能  

入居後に居室を住み替える場合 
※複数選択可 

１ 一時介護室へ移る場合 

２ 介護居室へ移る場合 

３ その他（       ） 

判断基準の内容  

手続きの内容  

追加的費用の有無 １ あり  ２ なし 

居室利用権の取扱い  

前払金償却の調整の有無 １ あり  ２ なし 

従前の居室との

仕様の変更 
面積の増減 １ あり  ２ なし 

便所の変更 １ あり  ２ なし 

浴室の変更 １ あり  ２ なし 

洗面所の変更 １ あり  ２ なし 

台所の変更 １ あり  ２ なし 

その他の変更 
１ あり 

（変更内容） 

２ なし 
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（入居に関する要件） 

入居対象となる者 
【表示事項】 

 

自立している者 １ あり  ２ なし 

要支援の者 １ あり  ２ なし 

要介護の者 １ あり  ２ なし 

留意事項  

契約解除の内容  

事業主体から解約を求める場合 
解約条項  

解約予告期間 ヶ月 

入居者からの解約予告期間 ヶ月 

体験入居の内容 １ あり（内容：          ）   

２ なし 

入居定員 人 

その他  

 

５．職員体制 

※有料老人ホームの職員について記載すること（同一法人が運営する他の事業所の職員については記載

する必要はありません）。 

（職種別の職員数） 

 

職員数（実人数） 常勤換算人数

※１※２ 合計 

 常勤 非常勤 

管理者     

生活相談員     

直接処遇職員     

 介護職員     

 看護職員     

機能訓練指導員     

計画作成担当者     

栄養士     

調理員     

事務員     

その他職員     

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※２  
※１ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算

した人数をいう。 
※２ 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。 
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（資格を有している介護職員の人数） 

 
合計 

 常勤 非常勤 

社会福祉士    

介護福祉士    

実務者研修の修了者    

初任者研修の修了者    

介護支援専門員    

 

（資格を有している機能訓練指導員の人数） 

 
合計 

 常勤 非常勤 

看護師又は准看護師    

理学療法士    

作業療法士    

言語聴覚士    

柔道整復士    

あん摩マッサージ指圧師    

はり師    

きゅう師    

 

（夜勤を行う看護・介護職員の人数） 

夜勤帯の設定時間（   時  分～   時  分） 

 平均人数 最少時人数（休憩者等を除く） 

看護職員 人 人 

介護職員 人 人 

 

（特定施設入居者生活介護等の提供体制） 

特定施設入居者生活介護の

利用者に対する看護・介護職

員の割合 
（一般型特定施設以外の場

合、本欄は省略可能） 

契約上の職員配置比率※ 

【表示事項】 

ａ 1.5：１以上 

ｂ ２：１以上 

ｃ 2.5：１以上 

ｄ ３：１以上 

実際の配置比率 

（記入日時点での利用者数：常勤換算職員数） ：１ 

※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択 
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外部サービス利用型特定施設である有料

老人ホームの介護サービス提供体制（外部

サービス利用型特定施設以外の場合、本欄

は省略可能） 

ホームの職員数 人 

訪問介護事業所の名称  

訪問看護事業所の名称  

通所介護事業所の名称  

 

（職員の状況） 

管理者 

他の職務との兼務 １ あり     ２ なし 

業務に係る資格等 １ あり 

 資格等の名称  

２ なし 

 看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指導員 計画作成担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年間の

採用者数 
          

前年度１年間の

退職者数 
          

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
に

応
じ
た
職
員
の
人
数 

１年未満           

１年以上

３年未満 
          

３年以上

５年未満 
          

５年以上

10年未満 
          

10年以上           

従業者の健康診断の実施状況 １ あり  ２ なし 
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６．利用料金 

（利用料金の支払い方法） 

居住の権利形態 

【表示事項】 

１ 利用権方式 

２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

利用料金の支払い方式 

【表示事項】 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

４ 選択方式 

※該当する方式を全て選択 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

年齢に応じた金額設定 １ あり  ２ なし 

要介護状態に応じた金額設定 １ あり  ２ なし 

入院等による不在時における

利用料金（月払い）の取扱い 

１ 減額なし 

２ 日割り計算で減額 

３ 不在期間が  日以上の場合に限り、日割り計算で減額 

利用料金

の改定 

条件  

手続き  

 

（利用料金のプラン【代表的なプランを２例】） 

 プラン１ プラン２ 

入居者の状

況 

要介護度   

年齢 歳 歳 

居室の状況 床面積 ㎡ ㎡ 

便所 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

浴室 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

台所 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

入居時点で

必要な費用 

前払金 円 円 

敷金 円 円 

月額費用の合計 円 円 

 家賃 円 円 

 

費
用 

特定施設入居者生活介護※１の費用 円 円 

 
介
護
保
険
外
※
２ 

食費 円 円 

 管理費 円 円 

 介護費用 円 円 

 光熱水費 円 円 

 その他 円 円 
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※１ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 
※２ 有料老人ホーム事業として受領する費用（訪問介護などの介護保険サービスに関わる介護費用

は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない） 

 

（利用料金の算定根拠） 

費目 算定根拠 

家賃  

敷金 家賃の  ヶ月分 

介護費用 ※介護保険サービスの自己負担額は含まない。 

管理費  

食費  

光熱水費  

利用者の個別的な選択に

よるサービス利用料 

別添２ 

その他のサービス利用料  

 

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠）※特定施設入居者生活介護等の提供を行って

いない場合は省略可能 

費目 算定根拠 

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担  

特定施設入居者生活介護※における人員配置が手厚い

場合の介護サービス（上乗せサービス） 

 

※ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 

 

（前払金の受領）※前払金を受領していない場合は省略可能 

算定根拠  

想定居住期間（償却年月数） ヶ月 

償却の開始日 入居日 

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受

領する額（初期償却額） 
円 

初期償却率 ％ 

返還金の

算定方法 

入居後３月以内の契約終了 
 

 

入居後３月を超えた契約終了  

前払金の １ 連帯保証を行う銀行等の名称  
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保全先 ２ 信託契約を行う信託会社等の名称  

３ 保証保険を行う保険会社の名称  

４ 全国有料老人ホーム協会 

５ その他（名称：               ） 

 

７．入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】 

（入居者の人数） 

性別 男性 人 

女性 人 

年齢別 65 歳未満 人 

65 歳以上 75 歳未満 人 

75 歳以上 85 歳未満 人 

85 歳以上 人 

要介護度別 自立 人 

要支援１ 人 

要支援２ 人 

要介護１ 人 

要介護２ 人 

要介護３ 人 

要介護４ 人 

要介護５ 人 

入居期間別 ６ヶ月未満 人 

６ヶ月以上１年未満 人 

１年以上５年未満 人 

５年以上 10 年未満 人 

10 年以上 15 年未満 人 

15 年以上 人 

 

（入居者の属性） 

平均年齢 歳 

入居者数の合計 人 

入居率※ ％ 

※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も入居者に含

む。 
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（前年度における退去者の状況） 

退去先別の人

数 

自宅等 人 

社会福祉施設 人 

医療機関 人 

死亡 人 

その他 人 

生前解約の状

況 

施設側の申し出 人 

（解約事由の例） 

入居者側の申し出 人 

（解約事由の例） 

 

８．苦情・事故等に関する体制 

（利用者からの苦情に対応する窓口等の状況）※複数の窓口がある場合は欄を増やして記入すること。 

窓口の名称  

電話番号  

対応している時

間 

平日  

土曜  

日曜・祝日  

定休日  

 

（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応） 

損害賠償責任保険の加入状況 １ あり （その内容） 

２ なし 

介護サービスの提供により賠償す

べき事故が発生したときの対応 

１ あり （その内容） 

２ なし 

事故対応及びその予防のための指針 １ あり   ２ なし 

 

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等） 

利用者アンケート調査、意

見箱等利用者の意見等を把

握する取組の状況 

１ あり 
実施日  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実施状

況 
１ あり 

実施日  

評価機関名称  
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結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

 

９．入居希望者への事前の情報開示 

入居契約書の雛形 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

管理規程 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

事業収支計画書 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

財務諸表の要旨 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

財務諸表の原本 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

 

 

10．その他  

運営懇談会 １ あり （開催頻度）年   回 

２ なし 

 １ 代替措置あり （内容） 

２ 代替措置なし 

高齢者虐待防止のための取組

の状況 

虐待防止対策検討委員会の定期的な開催 １ あり   ２ なし 

指針の整備 １ あり   ２ なし 

定期的な研修の実施 １ あり   ２ なし 

担当者の配置 １ あり   ２ なし 

身体的拘束等の適正化のため

の取組の状況 

身体的拘束等適正化検討委員会の開催 １ あり   ２ なし 

指針の整備 １ あり   ２ なし 

定期的な研修の実施 １ あり   ２ なし 

緊急やむを得ない場合に行う身体的拘束その他の入居者の行動を制

限する行為（身体的拘束等）を行うこと 
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１ あり 

身体的拘束等を行う場合の態

様及び時間、入居者の状況並

びに緊急やむを得ない場合の

理由の記録 

１ あり   ２ なし 

２ なし 

業務継続計画の策定状況等 感染症に関する業務継続計画 １ あり  ２ なし 

災害に関する業務継続計画 １ あり  ２ なし 

職員に対する周知の実施 １ あり  ２ なし 

定期的な研修の実施 １ あり  ２ なし 

定期的な訓練の実施 １ あり  ２ なし 

定期的な業務継続計画の見直し １ あり  ２ なし 

提携ホームへの移行 

【表示事項】 

１ あり（提携ホーム名：      ）    

２ なし 

有料老人ホーム設置時の老人

福祉法第 29 条第１項に規定

する届出 

１ あり  ２ なし 

３ サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者

の居住の安定確保に関する法律第 23 条の規定により、届出が不

要 

高齢者の居住の安定確保に関

する法律第５条第１項に規定

するサービス付き高齢者向け

住宅の登録 

１ あり  ２ なし 

有料老人ホーム設置運営指導

指針「５.規模及び構造設備」

に合致しない事項 

１ あり  ２ なし 

 合致しない事項がある場合

の内容 

 

「６.既存建築物等の活用

の場合等の特例」への適合

性 

１ 適合している（代替措置） 

２ 適合している（将来の改善計画） 

３ 適合していない 

有料老人ホーム設置運営指導

指針の不適合事項 
 

 不適合事項がある場合の内

容 

 

 

 

 

添付書類：別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

     別添２（個別選択による介護サービス一覧表） 
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※              様 

 

 

 

 
説明年月日   年  月  日 

 

 

 

説明者署名             

 

 
※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。 

 
 
 

66 / 72



19 
 

別添１  事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス等 

 介護サービス等の種類 併設・隣接

の状況 

事業所の名称 所在地 

 ＜居宅サービス＞  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問介護 あり   なし   併設・隣接   
訪問入浴介護 あり   なし   併設・隣接   
訪問看護 あり   なし   併設・隣接   
訪問リハビリテーション あり   なし   併設・隣接   
居宅療養管理指導 あり   なし   併設・隣接   
通所介護 あり   なし   併設・隣接   
通所リハビリテーション あり   なし   併設・隣接   
短期入所生活介護 あり   なし   併設・隣接   
短期入所療養介護 あり   なし   併設・隣接   
特定施設入居者生活介護 あり   なし   併設・隣接   
福祉用具貸与 あり   なし   併設・隣接   
特定福祉用具販売 あり   なし   併設・隣接   

 ＜地域密着型サービス＞  
 
 
 
 
 
 
 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あり   なし   併設・隣接   
夜間対応型訪問介護 あり   なし   併設・隣接   
地域密着型通所介護 あり   なし   併設・隣接   
認知症対応型通所介護 あり   なし   併設・隣接   
小規模多機能型居宅介護 あり   なし   併設・隣接   
認知症対応型共同生活介護 あり   なし   併設・隣接   
地域密着型特定施設入居者生活介護 あり   なし   併設・隣接   
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護 

あり   なし   併設・隣接   

看護小規模多機能型居宅介護 あり   なし   併設・隣接   
居宅介護支援 あり   なし   併設・隣接   
 ＜居宅介護予防サービス＞  

 介護予防訪問入浴介護 あり   なし   併設・隣接   
介護予防訪問看護 あり   なし   併設・隣接   
介護予防訪問リハビリテーション あり   なし   併設・隣接   
介護予防居宅療養管理指導 あり   なし   併設・隣接   
介護予防通所リハビリテーション あり   なし   併設・隣接   
介護予防短期入所生活介護 あり   なし   併設・隣接   
介護予防短期入所療養介護 あり   なし   併設・隣接   
介護予防特定施設入居者生活介護 あり   なし   併設・隣接   
介護予防福祉用具貸与 あり   なし   併設・隣接   
特定介護予防福祉用具販売 あり   なし   併設・隣接   

 ＜地域密着型介護予防サービス＞  
 
 
 

介護予防認知症対応型通所介護 あり   なし   併設・隣接   
介護予防小規模多機能型居宅介護 あり   なし   併設・隣接   
介護予防認知症対応型共同生活介護 あり   なし   併設・隣接   

介護予防支援 あり   なし   併設・隣接   
 ＜介護保険施設＞  
 
 
 

介護老人福祉施設 あり   なし   併設・隣接   
介護老人保健施設 あり   なし   併設・隣接   
介護療養型医療施設 あり   なし   併設・隣接   
介護医療院 あり   なし   併設・隣接   

 ＜介護予防・日常生活支援総合事業＞  
 
 
 

訪問型サービス あり   なし   併設・隣接   

通所型サービス あり   なし   併設・隣接   

その他の生活支援サービス あり   なし   併設・隣接   
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●訂正表
標記図書につき，以下の誤りがありました。お詫びし，訂正いたします。

〔波線は訂正箇所〕 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 

536 左段下から24行目 二 看護師若しくは准看護師（以下この章に

おいて「看護職員」という。）又は介護職員 

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

の単位ごとに， 

二 看護師若しくは准看護師（以下この章に

おいて「看護職員」という。）又は介護職員 

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

の単位ごとに， 

※書体の訂正

767 右段下から14行目 ホ 指定看護小規模多機能型居宅介護の特性

に沿った自己評価及び外部評価の在り方に

ついては，平成 26 年度老人保健健康増進等

事業「複合型サービスにおける自己評価・

外部評価のあり方に関する調査研究事業」

（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株

式会社）を参考に行うものとし，サービス

の改善及び質の向上に資する適切な手法に

より行うこと。

ホ 指定看護小規模多機能型居宅介護の特性

に沿った自己評価及び外部評価の在り方に

ついては，令和２年度老人保健健康増進等

事業「看護小規模多機能型居宅介護事業所

及び療養通所介護事業所の業務負担軽減に

関する事業」（公益財団法人日本訪問看護財

団）を参考に行うものとし，サービスの改

善及び質の向上に資する適切な手法により

行うこと。

1360 22行目後 ※「医師法第 17 条，歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について」（平

成 17 年７月 28 日老振発第 0728001 号）の後ろに以下の通知を挿入する 

医師法第 17 条，歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法 

第 31 条の解釈について（その２） 

（令和４年 12 月１日 医政発 1201 第４号） 

医師，歯科医師，看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。以下同じ。）は，

医師法第 17 条，歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条その他の関係法規によっ

て禁止されている。ここにいう「医業」とは，当該行為を行うに当たり，医師の医学的判断及

び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし，又は危害を及ぼすおそれのある行為（医

行為）を，反復継続する意思をもって行うことであると解している。 

 ある行為が医行為であるか否かについては，個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する

必要があるが，介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じることの多

い行為であって原則として医行為でないと考えられるもの等については，これまで，「医師法第

17 条，歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について（通知）」（平成 17

年７月 26 日付け医政発第 0726005 号厚生労働省医政局長通知。以下「平成 17 年通知」という。）

等においてお示ししてきたところである。 

 今般，規制改革実施計画（令和２年７月 17 日閣議決定）において，平成 17 年通知に記載の

ない行為のうち，介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に，医行為ではな

いと考えられる行為を整理し，周知した上で，介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう，

ケアの提供体制について本人，家族，介護職員，看護職員，主治医等が事前に合意するプロセ

スを明らかにすることとされた。

これを踏まえ，医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって，

原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者

や家族，医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別紙のとおり列挙したので，

医師，看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や，ケア

の提供体制について検討する際の参考とされたい。 

 なお，本通知については，厚生労働省社会・援護局及び老健局と調整済みである。また，当

然のこととして，医行為に該当しない行為についても，高齢者介護の現場等において安全に行

われるべきものであり，また，行為の実施に当たっては，患者の状態を踏まえ，医師，歯科医

師又は看護職員と連携することや，必要に応じてマニュアルの作成や医療従事者による研修を

行うことが適当であることを申し添える。 

（別紙） 

（在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係） 
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１ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって，あらかじめ医師から指

示されたタイミングでの実施の声かけ，見守り，未使用の注射器等の患者への手渡し，使い

終わった注射器の片付け（注射器の針を抜き，処分する行為を除く。）及び記録を行うこと。 

２ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって，患者が血糖測定及び血

糖値の確認を行った後に，介護職員が，当該血糖値があらかじめ医師から指示されたインス

リン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。 

３ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって，患者が準備したインス

リン注射器の目盛りが，あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っているか

を読み取ること。 

 

 （血糖測定関係） 

４ 患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった，血

糖値の確認を行うこと。 

 

 （経管栄養関係） 

５ 皮膚に発赤等がなく，身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない患者

について，既に患者の身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテープが外

れた場合や，汚染した場合に，あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。 

６ 経管栄養の準備（栄養等を注入する行為を除く。）及び片付け（栄養等の注入を停止する行

為を除く。）を行うこと。なお，以下の３点については医師又は看護職員が行うこと。 

① 鼻からの経管栄養の場合に，既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されているか

を確認すること。 

② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に，び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に問題

がないことを確認すること。 

③ 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて，性状と量から胃や腸の状態を確認し，

注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること。 

 

 （喀痰吸引関係） 

７ 吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充，吸引チューブ内を洗浄する目的

で使用する水の補充を行うこと。 

 

 （在宅酸素療法関係） 

８ 在宅酸素療法を実施しており，患者が援助を必要としている場合であって，患者が酸素マ

スクや経鼻カニューレを装着していない状況下における，あらかじめ医師から指示された酸

素流量の設定，酸素を流入していない状況下における，酸素マスクや経鼻カニューレの装着

等の準備や，酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし，酸素吸入の開始（流入が開始してい

る酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む。）や停止（吸入中の酸素マスクや経鼻カニュー

レの除去を含む。）は医師，看護職員又は患者本人が行うこと。 

９ 在宅酸素療法を実施するに当たって，酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する，機器の

拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の整備を行うこと。 

10 在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に，医師又は看護職員の立会い

の下で，人工呼吸器の位置の変更を行うこと。 

 

 （膀胱留置カテーテル関係） 

11 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄（ＤＩＢキャップの開閉を含む。）を行うこ

と。 

12 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。 

13 膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に，あ

らかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。 

14 専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ，膀胱留置カテーテル

を挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。 

 

 （服薬等介助関係） 

15 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師，歯科医師又は看護職員が確認し，

これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族等に伝え

ている場合に，事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき，医師の処方を受け，あらか

じめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について，医師又は歯科医師の処方及

び薬剤師の服薬指導の上，看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助するこ

と。具体的には，水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液の塗布（褥瘡の処置を除く。），
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吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助すること。 

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため，医師又は看護職員による連続的な容態の経過

観察が必要である場合ではないこと 

③ 内用薬については誤嚥の可能性など，当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的

な配慮が必要な場合ではないこと 

 

 （血圧等測定関係） 

16 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して，動脈血酸素飽和度を測定する

ため，パルスオキシメーターを装着し，動脈血酸素飽和度を確認すること。 

17 半自動血圧測定器（ポンプ式を含む。）を用いて血圧を測定すること。 

 

 （食事介助関係） 

18 食事（とろみ食を含む。）の介助を行うこと。 

 

 （その他関係） 

19 有床義歯（入れ歯）の着脱及び洗浄を行うこと。 

 

注１ 在宅酸素療法を実施するに当たって，酸素流入中の酸素マスクや経鼻カニューレがずれ，

次のいずれかに該当する患者が一時的に酸素から離脱（流入量の減少を含む。）したことが見

込まれる場合に，当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すことも，原則として，

医師法第 17 条，歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必

要がないものであると考えられる。 

・肢体不自由等により，自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難である患者 

・睡眠中や意識がない状態で，自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難である

患者 

 

注２ 前記１から 19 まで及び注１に掲げる行為は，原則として医行為又は医師法第 17 条，歯

科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるものでな

いと考えられるものであるが，病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合

には，医行為であるとされる場合もあり得る。このため，介護サービス事業者等はサービス

担当者会議の開催時等に，必要に応じて，医師，歯科医師又は看護職員に対して，そうした

専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに，病状の急変

が生じた場合その他必要な場合は，医師，歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措

置を速やかに講じる必要がある。 

 また，前記１から４までに掲げる行為については，患者の血糖値や食事摂取量等が不安定

でないことが必要である。 

 さらに，前記２，４，16 及び 17 に掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否

など医学的な判断を行うことは医行為であり，事前に示された数値の範囲外の異常値が測定

された場合には医師，歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 

 

注３ 前記１から 19 まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条，歯科

医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるものではな

いと考えられるものであるが，その実施に当たっては，当然ながら患者本人や家族に対して

分かりやすく，適切な説明を行うとともに，介護職員等の実施する行為について患者本人や

家族が相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましい。また，必要に応じて，注

２のサービス担当者会議の開催時等に医師，歯科医師又は看護職員に相談する，必要に応じ

て書面等で指示を受ける，ケアの実施後に医師，歯科医師又は看護職員に報告を行う等して

適切に連携することが望ましい。 

 

注４ 前記１から 19 まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条，歯科

医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるものではな

いと考えられるものであるが，業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行

われることが望ましいことは当然であり，介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性

を否定するものではない。 

 また，介護サービスの事業者等は，事業遂行上，安全にこれらの行為が行われるよう監督

することが求められる。 

 

注５ 今回の整理はあくまでも医師法，歯科医師法，保健師助産師看護師法等の解釈に関する
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ものであり，事故が起きた場合の刑法，民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は

別途判断されるべきものである。 

 

注６ 前記１から 19 まで及び注１に掲げる行為について，看護職員による実施計画が立てられ

ている場合は，具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに，その結果について

報告，相談することにより密接な連携を図るべきである。前記 15 に掲げる服薬等の介助が福

祉施設等において行われる場合には，看護職員によって実施されることが望ましく，また，

その配置がある場合には，その指導の下で実施されるべきである。 

 

1364 右段27行目 ２ 実地指導 ２ 運営指導 
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